
　
　
　
　

は
じ
め
に

　
　

一　
﹁
城
下
田
﹂
と
な
る
公
田

　
　

二　
﹁
池
﹂
な
ど
の
国
有
山
沢

　
　

三　
﹁
堧
﹂
に
お
け
る
放
牧
場

　
　

四　
﹁
堧
﹂
の
道
・
猟
場
・
墓

　
　

五　
﹁
禁
苑
堧
﹂
構
造
の
由
来

　
　
　
　

む
す
び
に

　
　

は
じ
め
に

　

龍
崗
秦
簡
は
秦
代
に
お
け
る
禁
苑
に
関
す
る
律
令
二

と
し
て
、
そ
の
１
８
・

２
７
・
２
８
・
２
９
・
３
０
・
１
２
１
簡
三

な
ど
６
枚
の
簡
に
、﹁
禁
苑
耎
（
堧
）﹂

と
い
う
土
地
に
関
す
る
律
文
の
存
在
を
見
出
し
た
。

﹁
盗
徙
封
、
侵
食
冢
廬
、
贖
耐
。
□
□
宗
廟
耎
（
堧
）
〼
﹂（
１
２
１
簡
）

﹁
城
旦
舂
其
追
盗
賊
・
亡
人
、
追
盗
賊
・
亡
人
出
入
禁
苑
耎
（
？
）
者
得
辶
□
〼
﹂

（
１
８
簡
）

﹁
諸
禁
苑
為
耎
（
堧
）、
去
苑
卌
里
、
禁
毋
敢
取
耎
（
堧
）
中
獸
、
取
者
其
罪
與

盗
禁
中
︻
同
︼
〼
﹂（
２
７
簡
）

﹁
諸
禁
苑
有
耎（
堧
）者
、□
去
耎（
堧
）廿
里
毋
敢
毎
殺
□
︙
︙
敢
毎
殺
︙
︙
〼
﹂

（
２
８
簡
）

﹁
射
耎
（
堧
）
中
□
□
□
之
□
有
□
□
殹
（
也
）
□
□
□
其
□
〼
﹂（
２
９
簡
）

﹁
時
來
鳥
、
黔
首
其
欲
弋
射
耎
（
堧
）
獸
者
勿
禁
。
〼
﹂（
３
０
簡
）

　

そ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
の
文
献
資
料
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
、
秦
王
（
皇
）
朝

に
お
け
る
禁
苑
の
独
特
な
空
間
構
造
に
関
わ
る
非
常
に
貴
重
な
出
土
文
字
資
料

で
あ
る
。
そ
の
﹁
耎
﹂
字
に
つ
い
て
最
初
の
整
理
者
は
﹁

﹂
と
解
釈
し
た
が
、

こ
の
誤
り
は
後
に
胡
平
生
氏
に
よ
っ
て
訂
正
が
加
え
ら
れ
、﹁
耎
﹂
は
﹁
堧
﹂

と
い
う
特
別
な
土
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
胡
氏
説
四

の
貢
献
と
は
、
ま

ず
は
﹁
耎
﹂
と
い
う
字
は
﹁
堧
﹂
や
﹁
壖
﹂
の
仮
借
字
で
あ
る
と
の
解
釈
で
あ

る
。
次
は
﹁
龍
崗
秦
簡
﹂
に
見
ら
れ
る
﹁
耎
﹂
は
文
献
に
あ
る
﹁
宮
堧
﹂﹁
廟
堧
﹂

　
　
　

秦
代
「
禁
苑
耎
（
堧
）」一
の
空
間
構
造
と
そ
の
由
来

　
　
　
　
　
　
　

─
─ 

龍
崗
秦
簡
を
め
ぐ
っ
て
の
検
討 

─
─

 

馬　
　
　
　
　

彪　
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と
い
う
堧
地
と
近
い
意
味
を
以
て
、﹁
隔
離
地
帯
﹂
で
あ
る
と
い
う
説
を
提
出

し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
耎
（
堧
）﹂
の
役
割
に
つ
い
て
は
﹁
防
衛
の
範
囲

を
拡
大
し
、皇
室
の
建
築
あ
る
い
は
領
地
の
安
全
を
確
保
す
る
﹂
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
﹁
そ
れ
（
堧
）
は
内
垣
・
宮
殿
・
宗
廟
・
禁
苑
と
同
じ
く
、
神
聖
的
侵

犯
す
る
可
か
ら
ず
も
の
で
あ
る
﹂（
原
文
は
﹁
它
（
堧
︱
引
用
者
注
）
同
内
垣

及
宮
殿
・
宗
廟
・
禁
苑
一
様
、
也
是
﹃
神
聖
不
可
侵
犯
的
。﹄﹂﹃
龍
崗
秦
簡
﹄（
中

華
書
局
２
０
０
１
年
版
ｐ
１
７
１
）
と
述
べ
た
。
図
示
す
れ
ば
、
禁
苑
↓
四
十

里
幅
の
堧
地
↓
二
十
里
幅
の
民
間
地
帯
（
小
文
で
は
﹁
準
堧
地
﹂
と
い
う
）
の

同
心
構
造
と
な
る
。
し
か
し
、
胡
氏
説
に
対
し
て
一
つ
の
疑
問
が
生
ま
れ
、
一

つ
の
課
題
が
残
さ
れ
た
と
思
う
。疑
問
と
い
う
の
は
、堧
地
は﹁
禁
苑
と
同
じ
く
、

神
聖
的
侵
犯
す
る
可
か
ら
ず
も
の
﹂
で
あ
る
か
、
本
当
に
そ
う
で
あ
れ
ば
な
ぜ

﹁
毋
（
無
）
符
傳
而
闌
入
門
者
、斬
其
男
子
左
趾
﹂（
簡
２
）
の
よ
う
な
律
（
令
）

は
﹁
堧
﹂
に
適
用
し
て
い
な
い
か
。
課
題
と
い
う
の
は
、﹁
堧
﹂
の
構
造
（
中
身
）

と
そ
の
由
来
に
つ
い
て
胡
氏
説
で
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
論
で

は
、
堧
地
の
﹁
城
下
田
﹂
と
い
う
意
味
か
ら
、
秦
代
﹁
禁
苑
耎
（
堧
）﹂
に
お

け
る
公
田
・
山
沢
・
牧
場
・
道
路
・
狩
猟
場
・
墓
地
な
ど
構
造
的
な
存
在
及
び

﹁
禁
苑
耎
（
堧
）﹂
の
由
来
に
つ
い
て
考
証
し
、
龍
崗
秦
簡
に
載
せ
た
﹁
禁
中
耎

（
堧
）﹂
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。

胡
平
生
氏
説
の
イ
メ
ー
ジ
図
：

二十里幅の民間地

立ち入り禁止の四十里幅の堧地
（隔離地帯の空き地）

禁　苑
民に貸し出す池・耕
田・馬牛苑など有　

二
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一　
「
城
下
田
」
と
な
る
公
田

　
﹁
堧
﹂
は
﹃
説
文
解
字
﹄
に
﹁

﹂
と
し
て
﹁

、
城
下
田
也
。
一
曰
、

、

郤
地
。
从
田
耎
聲
。﹂
と
あ
る
。
段
玉
裁
の
﹃
説
文
解
字
注
﹄
に
﹁
所
謂
附
郭

之
田
也
。
張
晏
云
、城
旁
地
也
。﹂と
あ
り
、﹁
郤
當
作
隙
。
古
隙
、郤
字
相
假
借
。

﹁
曲
禮
﹂
郤
地
、即
隙
地
也
。﹂
と
あ
る
。
所
謂
﹁

﹂
と
は
﹁
城
下
田
﹂
と
﹁
郤

（
隙
）地
﹂と
い
う
二
種
の
余
地
で
あ
る
。﹁
城
下
田
﹂と
い
う﹁

﹂は﹁
壖
﹂﹁
堧
﹂

と
も
書
く
。
顔
師
古
に
﹁
壖
、餘
也
。
宮
壖
地
、謂
外
垣
之
内
、内
垣
之
外
也
。﹂

（﹃
漢
書
﹄食
貨
志
の
注
よ
り
）と
し
た
。﹃
前
書
音
義
﹄に﹁
壖
、城
郭
旁
地
。﹂（﹃
後

漢
書
﹄
孝
桓
帝
紀
に
お
け
る
李
賢
の
注
よ
り
）
と
あ
る
。﹃
漢
書
﹄
翟
方
進
伝

に
﹁
税
城
郭
堧
﹂
と
あ
り
、
張
晏
の
注
に
﹁
堧
、
城
郭
旁
地
﹂
と
し
た
。
つ
ま

り
、そ
の
﹁
堧
﹂
は
、﹃
説
文
解
字
﹄
の
﹁

﹂
と
龍
崗
秦
簡
﹁
禁
苑
耎
（
堧
）﹂

の
﹁
耎
（
堧
）﹂五
、い
ず
れ
も
﹁
城
下
田
﹂﹁
城
郭
旁
地
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
﹁
城
下
田
﹂﹁
城
郭
旁
地
﹂
の
﹁
田
﹂
と
言
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
農
耕
地
に
な

る
土
地
で
あ
る
。﹃
漢
書
﹄
食
貨
志
に
武
帝
末
年
、
騪
（
搜
）
粟
都
尉
の
趙
過

が
代
田
法
を
行
う
た
め
に
、﹁
試
以
離
宮
卒
田
其
宮
壖
地
、
課
得
穀
皆
多
其
旁

田
畝
一
斛
以
上
。
令
命
家
田
三
輔
公
田
、又
教
邊
郡
及
居
延
城
。﹂と
あ
る
。﹁
壖

地
﹂
は
﹁
堧
地
﹂
で
あ
る
。
師
古
の
注
に
﹁
守
離
宮
卒
、
閑
而
無
事
、
因
令
於

壖
地
爲
田
也
。﹂
と
、
李
奇
の
注
に
﹁
令
離
宮
卒
教
其
家
田
公
田
也
。﹂
と
、
韋

昭
の
注
に
﹁
命
謂
爵
命
者
。
命
家
、
謂
受
爵
命
一
爵
爲
公
士
以
上
、
令
得
田
公

田
、
優
之
也
。﹂
と
、
顧
炎
武
の
注
に
﹁
概
壖
地
乃
久
不
耕
之
地
、
地
力
有
餘
、

其
収
多
。
所
以
作
代
田
之
法
也
。﹂と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
わ
か
っ

た
の
は
、
一
つ
は
離
宮
（
即
ち
禁
苑
）
の
堧
地
は
農
耕
地
と
し
て
使
用
し
た
こ

と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
離
宮
堧
地
は
﹁
久
不
耕
之
地
﹂
で
あ
り
、﹁
三
輔

公
田
﹂
や
﹁
邊
郡
及
居
延
城
﹂
の
荒
地
の
よ
う
な
国
有
﹁
公
田
﹂
と
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。

　

秦
代
に
お
け
る
禁
苑
の
﹁
城
下
田
﹂﹁
城
郭
旁
地
﹂
も
耕
地
と
な
っ
た
か
と

追
究
す
れ
ば
、
龍
崗
秦
簡
３
９
簡
の
﹁
・
禁
苑
嗇
夫
・
吏
數
循
行
、
垣
有
壊
決

獸
道
出
、
及
見
獸
出
在
外
、
亟
告
縣
。﹂
が
あ
り
、
そ
の
意
味
は
、﹁
禁
苑
嗇
夫

や
吏
は
、
し
ば
し
ば
禁
苑
の
垣
を
見
回
り
、
そ
の
垣
が
壊
れ
て
禁
苑
の
獣
が
苑

外
に
出
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
場
合
、
急
い
で
県
に
知
ら
せ
る
﹂
で
あ
る
。
こ

れ
と
似
た
よ
う
な
律
は
睡
虎
地
秦
律
﹁

（
徭
）
律
﹂
に
も
あ
る
。

　
﹁
縣
葆
禁
苑
・
公
馬
牛
苑
、
興
徒
以
斬
（
塹
）・
垣
・
離
（
籬
）・
散
（
柵
）

及
補
繕
之
、
輒
以
效
苑
吏
、
苑
吏
循
之
。（
中
略
）
其
近
田
恐
獸
及
馬
牛
出
食

稼
者
、
縣
嗇
夫
材
興
有
田
其
旁
者
、
無
貴
賤
、
以
田
少
多
出
人
、
以
垣
繕
之
、

不
得
爲

（
徭
）。﹂

　
（
県
が
禁
苑
・
公
馬
牛
苑
を
修
理
す
る
と
き
、
徭
役
の
徒
を
徴
発
し
、
苑
の
濠
・

垣
・
籬
・
柵
を
補
繕
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
苑
吏
に
計
ら
れ
、
苑
吏
は
そ
れ
を
巡

邏
す
る
。（
中
略
）
其
の
田
に
近
づ
く
獣
と
馬
牛
が
稼
を
出
食
す
る
恐
れ
あ
る

処
は
、
県
嗇
夫
は
そ
の
傍
ら
に
田
が
あ
る
者
に
、
貴
賎
な
く
、
田
の
少
多
を
以

て
裁
量
し
た
う
え
に
人
力
を
出
さ
せ
、
そ
の
よ
う
に
垣
を
脩
繕
し
て
も
、
徭
役

と
な
ら
な
い
。）

　

禁
苑
垣
の
そ
ば
に
も
﹁
有
田
其
旁
者
﹂
で
あ
る
の
で
、
そ
の
﹁
田
﹂
は
間
違

い
な
く
禁
苑
の
﹁
城
下
田
﹂﹁
城
郭
旁
地
﹂
で
あ
る
。

二
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龍
崗
秦
簡
２
７
簡
に
あ
っ
た
よ
う
に
、禁
苑
か
ら
﹁
卌
里
﹂
を
去
っ
て
も
﹁
耎

（
堧
）﹂の
範
囲
内
で
あ
り
、﹁
禁
苑
耎（
堧
）﹂は
非
常
に
大
き
な
面
積
を
も
つ﹁
城

下
田
﹂
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
そ
の
﹁
有
田
其
旁
者
﹂
の
人
間
が
耕
作

し
た
広
い
土
地
は
ど
の
よ
う
に
管
理
し
た
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
龍
崗

秦
簡
に
み
る
土
地
管
理
を
担
っ
た
官
吏
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　

簡
１
５
０
の﹁
租
者
且
出
以
律
、告
典
・
田
典
、典
・
田
典
令
黔
首
皆
□（
知
）之
、

及
〼
﹂
が
あ
り
、
張
金
光
氏
は
﹁
典
田
﹂
の
下
に
あ
る
﹁
典
﹂
と
は
衍
文
だ
ろ

と
い
う
読
み
方
に
よ
っ
て
、
簡
文
は
﹁
租
者
且
出
以
律
告
典
田
、
典
田
令
黔
首

皆
□
（
知
）
之
﹂
と
読
ん
だ
六

。
し
か
し
、﹁
典
田
﹂
と
い
う
職
名
は
文
献
に
は

見
つ
け
ら
れ
な
い
。
筆
者
の
読
み
方
は
﹁
典
田
﹂
の
下
に
あ
る
﹁
典
﹂
で
は
な

く
、
そ
の
上
に
あ
る
﹁
典
﹂
と
は
衍
文
だ
ろ
と
考
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
簡
文

は
﹁
租
者
且
出
以
律
告
田
典
、田
典
令
黔
首
皆
□
（
知
）
之
﹂
と
読
め
る
。﹁
田

租
の
徴
収
者
は
律
に
よ
っ
て
そ
れ
を
田
典
に
告
げ
て
、
田
典
は
黔
首
た
ち
皆
に

そ
れ
を
知
ら
せ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。﹁
田
典
﹂
は
秦
王
（
皇
）
朝
に
お

け
る
公
田
事
務
を
管
理
す
る
官
吏
で
あ
る
。
睡
虎
地
秦
簡
﹁
秦
律
十
八
種
﹂
厩

苑
律
に
﹁
其
以
牛
田
、
牛
減
絜
、
笞
主
者
寸
十
。
有
（
又
）
里
課
之
、
最
者
、

賜
田
典
日
旬
。
殿
、
治
（
笞
）
卅
。﹂
と
あ
る
。
そ
の
意
味
は
﹁
其
の
（
厩
苑

の
）
牛
を
以
て
田
を
し
、
牛
の
腰
回
り
が
一
寸
痩
せ
る
と
、
責
任
者
に
十
回
の

笞
を
す
る
。
ま
た
、
里
で
考
査
を
行
い
、
成
績
優
秀
と
な
れ
ば
田
典
に
十
日
の

功
労
を
賜
い
、
最
も
成
績
悪
け
れ
ば
笞
三
十
回
と
な
る
。﹂
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

公
的
な
廏
苑
の
牛
を
使
っ
て
﹁
田
す
﹂（
耕
作
す
る
）
土
地
は
公
田
し
か
考
え

ら
れ
な
く
、
一
方
で
そ
の
土
地
の
管
理
役
と
い
う
﹁
田
典
﹂
は
公
田
を
管
理
す

る
官
吏
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

　
﹁
田
典
﹂
の
所
属
に
つ
い
て
研
究
者
達
か
ら
僅
か
に
異
議
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
土
地
と
田
租
を
管
理
し
た
も
の
で
あ
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
七

。

　

ま
た
、
簡
１
４
４
に
﹁
租
者
・
監
者
、
詣
受
匿
租
所
□
﹂
と
あ
り
、
租
者
と

監
者
は
そ
れ
ぞ
れ
田
租
を
隠
蔽
す
る
意
味
で
あ
る
。﹁
監
者
﹂
と
は
監
督
者
で

あ
る
こ
と
は
、
睡
虎
地
秦
簡
﹁
法
律
答
問
﹂
の
﹁
空
倉
中
有
薦
、
薦
下
有
稼
一

石
以
上
、廷
行
︻
事
︼
貲
一
甲
、令
史
・
監
者
一
盾
。﹂
と
い
う
律
文
で
わ
か
っ
た
。

　

龍
崗
秦
簡
に
登
場
し
た
土
地
管
理
役
は
﹁
田
典
﹂﹁
監
者
﹂
し
か
な
い
こ
と

に
注
目
す
る
べ
き
だ
。
筆
者
は
﹁
田
典
﹂﹁
監
者
﹂
こ
そ
堧
地
に
お
け
る
公
田

の
管
理
役
で
あ
る
と
考
え
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
﹁
田
典
﹂﹁
監
者
﹂
が
管
理
す

る
土
地
は
龍
崗
秦
簡
で
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
思
う
。

　
﹁
田
典
﹂﹁
監
者
﹂の
仕
事
に
関
す
る
律
令
は
龍
崗
秦
簡
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。

そ
の
仕
事
は
楊
振
紅
氏
の
考
証
に
よ
っ
て
簡
１
８
０
に
み
る
秦
王
（
皇
）
朝
の

﹁
行
田
﹂（﹁
授
田
﹂
と
も
い
う
）
制
を
実
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
政
府
所
用
の
公
田
を
黔
首
に
貸
し
出
し
て
、
そ
の
授
田

の
土
地
と
租
税
の
計
算
や
徴
収
な
ど
を
行
う
管
理
者
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え

ば
、
こ
れ
ら
の
官
吏
は
基
層
社
会
の
郷
政
府
の
役
人
と
し
て
、
毎
年
、
政
府
の

公
田
に
つ
い
て
の
税
収
基
準
を
黔
首
に
伝
え
て
、
農
耕
地
の
測
量
や
租
税
の
徴

収
、
ま
た
黔
首
の
﹁
盗
田
﹂
罪
の
懲
罰
な
ど
を
担
当
す
る
。
彼
ら
が
仕
事
中
行

う
﹁
匿
田
﹂﹁
遺
程
﹂﹁
敗
程
﹂
な
ど
汚
職
へ
の
処
罰
も
法
律
に
よ
っ
て
厳
し
く

さ
れ
る
八

。

二
四



　

残
念
な
が
ら
、
楊
氏
の
論
に
は
﹁
城
下
田
﹂
の
存
在
が
全
く
無
視
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
筆
者
の
考
え
は
、
秦
国
は
商
鞅
の
変
法
以
来
、
軍
功
爵
に
よ
っ
て
土

地
を
与
え
、例
え
ば
﹃
商
君
書
﹄
境
内
に
兵
士
、﹁
能
得
甲
首
一
者
、賞
爵
一
級
、

益
田
一
頃
、益
宅
九
亩
﹂
と
あ
る
の
で
、軍
功
爵
の
多
少
に
よ
っ
て
人
間
の
﹁
貴

賤
﹂が
生
じ
、﹁
田
の
少
多
﹂が
出
た
。
睡
虎
地
秦
簡
の﹁
田
律
﹂に﹁
入
頃
芻
稾
、

以
其
受
田
之
數
、無
豤
（
墾
）
不
豤
（
墾
）、頃
入
芻
三
石
、稾
二
石
。﹂
が
あ
り
、

﹁
有
田
其
旁
者
﹂
の
﹁
城
下
田
﹂
も
そ
の
国
か
ら
の
﹁
受
田
﹂
だ
ろ
う
。
ま
た
、

統
一
秦
の
前
に
禁
苑
垣
の
外
側
に
あ
っ
た
土
地
は
ま
だ
﹁
堧
﹂
と
名
付
け
ら
れ

て
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
の
場
所
は
龍
崗
秦
簡
に
み
る
﹁
耎
（
堧
）﹂

と
全
く
同
じ
土
地
で
あ
る
の
で
、
後
の
漢
代
に
も
引
き
続
い
て
使
用
し
て
い
た

﹁
宮
堧
﹂
の
源
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、﹃
漢
書
﹄
翟
方
進
伝
に
み
る
﹁
税

城
郭
堧
﹂
と
い
う
提
案
は
す
で
に
秦
時
代
に
も
前
例
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　

二　
「
池
」
な
ど
の
国
有
山
沢

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
禁
苑
の
ま
わ
り
に
﹁
城
下
田
﹂
と
し
て
公
田
が
存
在
し

た
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
つ
づ
い
て
論
じ
た
い
こ
と
は
、
堧
地
に
は
公
田
以
外

の
存
在
は
な
か
っ
た
の
か
、
も
し
他
に
存
在
す
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
所
だ

ろ
う
。

　

簡
１
に
﹁
諸
叚
（
假
）
兩
雲
夢
池
魚
（
漁
）
及
有
到
雲
夢
禁
中
者
、
得
取
灌

（
？
）
□
□
□
〼
﹂
と
あ
る
。
意
味
は
、﹁
凡
て
の
両
雲
夢
官
の
池
沢
を
仮
借
し

て
漁
業
を
行
い
、
及
び
雲
夢
禁
中
に
到
る
者
有
れ
ば
、
灌
（
木
）
を
取
る
こ
と

を
得
﹂
で
あ
る
。

　

ま
ず
、簡
文
﹁
雲
夢
池
﹂
の
﹁
池
﹂九
に
つ
い
て
考
証
し
よ
う
。﹁
池
﹂
と
は
﹃
説

文
解
字
﹄
に
﹁
陂
（
い
け
）
な
り
﹂（
段
注
本
）
と
あ
り
、
堀
池
を
い
う
。（
段

注
本
）と
あ
り
、﹁
堀
池
﹂を
意
味
す
る
。﹃
西
都
の
賦
﹄李
善
の
注
に
引
く﹃
説
文
﹄

に
は
、﹁
城
に
水
有
る
を
池
と
曰
ふ
﹂
と
あ
り
﹁
城
池
﹂
の
意
で
あ
る
。
ま
た

同
じ
く
、﹃
説
文
﹄の﹁
沼
﹂に
お
い
て
は
、﹁
池
な
り
﹂（
段
注
本
）と
あ
る
。﹁
沼
﹂

と
﹁
池
﹂
と
の
区
別
は
﹃
風
俗
通
﹄
山
沢
に
﹁
圓
な
る
を
池
と
曰
ひ
、
曲
な
る

を
沼
と
曰
ふ
﹂
と
す
る
。
つ
ま
り
、城
池
と
沼
と
も
﹁
池
﹂
と
い
え
る
が
、﹁
沼

沢
は
自
然
の
も
の
、
池
は
掘
鑿
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。﹂（
白
川
静
﹃
字
通
﹄）

と
い
う
。
故
に
、
簡
１
に
み
る
﹁
池
﹂
は
雲
夢
禁
苑
の
人
工
の
城
池
と
そ
の
城

池
に
繋
が
る
自
然
の
沼
沢
と
も
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
簡
１
に
み
る
﹁
池
魚

（
漁
）﹂
と
は
雲
夢
禁
苑
の
城
池
と
繋
が
る
雲
夢
沼
沢
で
漁
す
る
意
味
で
あ
ろ
う

と
し
た
い
が
、
考
証
し
よ
う
。

　

で
は
、雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
﹁
徭
律
﹂
に
禁
苑
、ま
た
は
公
馬
牛
苑
に
﹁
堀
・
垣
・

籬
・
柵
﹂（﹁
塹
垣
籬
散
﹂）が
あ
る
と
明
記
し
た
の
で
、雲
夢
禁
苑
に
堀
池
が
あ
っ

た
証
拠
と
な
る
が
一
〇

、
そ
の
堀
池
が
沼
沢
と
繋
が
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
考
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

雲
夢
地
域
に
は
古
来
の
名
沢
が
あ
っ
て
、﹃
漢
書
﹄
地
理
志
に
お
い
て
、
班

固
は
﹁
南
郡
、
華
容
（
県
）﹂
に
つ
い
て
﹁
雲
夢
澤
在
南
、
荊
州
藪
。﹂（﹁
雲
夢

沢
は
南
に
在
り
、
荊
州
の
藪
一
一

な
り
。﹂）
と
い
い
、
ま
た
﹁
沱
、
灊
既
道
、
雲

夢
土
作
乂
。﹂（﹁
沱
、
灊
既
に
道
な
り
、
雲
夢
土
乂
と
作
す
﹂。）
と
い
っ
た
。

顔
師
古
が
い
う
に
、﹁
沱
、
灊
二
水
名
、
自
江
出
為
沱
、
自
漢
出
為
灊
。
雲
夢
、

二
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澤
名
。
言
二
水
既
從
其
道
、則
雲
夢
之
土
可
為
畎
畝
之
治
也
。﹂（﹁﹃
沱
﹄と﹃
灊
﹄

は
二
つ
の
川
の
名
前
で
あ
る
。
長
江
か
ら
出
た
の
が
沱
で
あ
り
、
漢
水
か
ら
出

た
の
が
灊
と
あ
る
。﹃
雲
夢
﹄
は
沢
の
名
前
で
あ
る
。
二
つ
の
川
は
す
で
に
そ

の
水
道
に
よ
っ
て
流
れ
る
の
で
、
雲
夢
の
土
地
も
田
間
に
な
っ
た
は
ず
だ
﹂
と

い
う
。）
と
あ
る
。
師
古
の
注
に
つ
い
て
、
王
先
謙
は
﹁
蓋
雲
夢
為
地
至
廣
、

其
中
有
澤
有
土
。
當
洪
水
汎
濫
、
皆
在
巨
浸
中
。
至
是
而
水
瀦
於
澤
、
其
土
乃

可
治
。﹂（
雲
夢
は
土
地
と
な
る
と
極
め
て
広
大
で
あ
り
、
そ
の
中
に
池
沢
も
あ

れ
ば
土
地
も
あ
る
。
洪
水
の
氾
濫
に
当
た
れ
ば
、
み
な
大
沢
の
な
か
に
あ
る
。

こ
れ
（
今
日
）
に
至
っ
て
、
水
は
沢
に
た
ま
る
の
で
、
そ
の
土
地
は
治
す
べ
き

（
耕
地
）
と
な
っ
た
。）一
二

と
解
釈
し
て
い
る
。

　

以
上
列
挙
し
た
漢
の
班
固
・
唐
の
顏
師
古
・
清
の
王
先
謙
の
例
か
ら
、
凡
そ

分
か
っ
た
こ
と
は
、
雲
夢
は
広
大
な
沼
沢
で
あ
り
、
そ
れ
は
沱
と
灊
と
い
う
二

つ
の
川
の
氾
濫
か
ら
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
洪
水
が
氾
濫
し
た
時
、
そ
こ
は
見

渡
す
限
り
水
で
あ
り
、
洪
水
が
去
っ
た
後
、
一
部
の
沢
底
は
露
出
さ
れ
る
。
故

に
、
広
大
な
雲
夢
沢
に
は
沢
も
有
り
、
土
も
有
る
。
で
は
、
雲
夢
沢
に
は
一
体
、

池
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
、
酈
道
元
は
﹃
水
経
注
﹄
に
下
記
の
よ
う
に
記
し
た
。

　
﹁
夏
水
出
江
津
于
江
陵
縣
東
南
。
又
東
過
華
容
縣
南
。﹂
注
曰
く
﹁
夏
水
又
東

逕
監
利
縣
南
。
晉
武
帝
太
康
五
年
立
縣
。
土
卑
下
、
澤
多
陂
池
。
西
南
自
州
陵

東
界
、
逕
于
雲
杜
沌
陽
為
雲
夢
之
藪
矣
。
韋
昭
曰
：
雲
夢
在
華
容
縣
。﹂

　
（﹁
夏
水
は
江
陵
県
の
東
南
の
江
津
よ
り
出
ず
。
又
東
し
華
容
県
の
南
を
過
ぎ

る
。﹂
注
曰
く
﹁
夏
水
又
東
し
監
利
県
の
南
を
径
ぎ
る
。
晉
の
武
帝
太
康
五
年

に
県
を
立
つ
。
土
は
卑
下
に
し
て
、沢
は
陂
池
多
し
。
西
南
州
の
陵
東
界
よ
り
、

雲
杜
沌
陽
に
径
る
を
雲
夢
の
藪
を
為
す
な
り
。
韋
昭
曰
く
﹃
雲
夢
、
華
容
県
に

在
り
。﹄﹂

　

こ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
雲
夢
沢
は
土
地
が
低
下
し
て
い
る
の
で
、
確
か
に
池

が
多
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
譚
其
驤
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、﹁
雲
夢
に
は
林
あ
り
、
平
野
あ
り
、

池
沢
は
た
だ
そ
の
一
部
を
占
め
た
﹂一
三

こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。簡
１
の﹁
池
﹂

は
雲
夢
沢
に
お
け
る
沼
沢
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
雲

夢
禁
苑
が
雲
夢
地
域
に
位
置
し
た
こ
と
は
秦
の
始
皇
帝
や
漢
高
祖
が
そ
こ
へ

行
っ
た
文
献
記
録
一
四

の
根
拠
が
あ
る
の
で
、
確
実
で
あ
る
。

　

そ
の
上
に
、
簡
１
の
﹁
池
﹂
は
一
体
、
堀
池
か
沼
沢
か
と
い
う
問
題
を
考
え

る
と
、
筆
者
は
雲
夢
禁
苑
の
堀
池
と
雲
夢
地
域
の
沼
沢
が
繋
が
っ
た
も
の
で
あ

る
だ
ろ
う
と
解
釈
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
長
江
流
域
に

お
け
る
古
代
都
城
の
殆
ど
に
臨
水
建
築
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

曲
英
傑
氏
は
長
江
流
域
古
代
都
城
に
関
す
る
詳
し
い
研
究
に
加
え
、
そ
れ
ら

都
城
は
殆
ど
自
然
の
河
に
臨
ん
で
造
ら
れ
た
こ
と
を
論
じ
、
長
江
流
域
の
古
代

都
城
を﹁
居
高
臨
水
﹂﹁
倚
山
傍
水
﹂﹁
臨
江
築
城
﹂﹁
環
水
築
城
﹂﹁
夾
水
築
城
﹂

﹁
跨
水
築
城
﹂
等
に
分
類
し
た
こ
と
一
五

は
正
し
い
と
思
う
。
雲
夢
禁
苑
の
よ
う

な
長
江
流
域
の
都
城
も
例
外
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
氏
の
研
究
成
果
に
基

づ
い
て
、
筆
者
は
、
長
江
流
域
に
お
け
る
都
城
の
堀
池
は
殆
ど
自
然
の
沼
沢
や

河
川
を
改
造
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
堀
池
が
沼
沢
と
繋
が
っ
て
い

二
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る
特
徴
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
六
千
年
前
の
澧
県
城
頭
山
城
遺
跡

で
は﹁
城
外
の
堀
は
幅
３
０
～
５
０
メ
ー
ト
ル
、東
に
向
か
っ
て
澹
水
に
繋
が
っ

て
い
た
﹂一
六

と
あ
る
。
春
秋
時
代
の
武
進
淹
城
は
、﹁
淹
城
の
城
址
は
今
の
江
蘇

武
進
市
湖
塘
郷
に
位
置
し
、
北
西
約
７
千
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
常
州
市
、
北

約
３
０
千
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
長
江
、
東
に
す
ぐ
大
運
河
、
南
西
約
１
０
千

メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
滆
湖
と
い
う
湖
が
あ
る
（
中
略
）
城
址
は
内
・
中
・
外

の
三
つ
の
堀
が
互
い
に
繋
が
っ
て
、
と
も
に
城
外
の
河
川
に
繋
が
っ
た
﹂
一
七

と

あ
る
。
ま
た
、
龍
崗
秦
簡
が
出
土
し
た
楚
王
城
遺
跡
の
調
査
者
に
よ
っ
て
、
城

址
北
側
の
堀
が
よ
く
残
っ
て
い
て
、
南
側
の
堀
は
溳
水
と
い
う
川
に
繋
が
っ
て

お
り
、
そ
れ
は
現
在
で
も
雲
夢
県
城
の
排
水
路
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
一
八

。

　

要
す
る
に
、
禁
苑
に
お
け
る
堀
池
の
殆
ど
が
天
然
沼
沢
を
利
用
し
た
り
、
或

い
は
、人
工
の
堀
池
は
天
然
沼
沢
へ
と
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、﹁
両

雲
夢
池
﹂と
は
禁
苑
の
堀
池
を
含
め
る
雲
夢
池
沢
で
あ
る
と
言
え
る
。し
た
が
っ

て
、
少
な
く
と
も
禁
苑
堀
へ
繋
が
る
池
沢
は
、
禁
苑
を
囲
っ
た
四
十
里
幅
の
堧

地
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。

　
　

三　
「
堧
」
に
お
け
る
放
牧
場

　

上
述
し
た
睡
虎
地
秦
簡
﹁
徭
律
﹂
に
お
い
て
、﹁
公
馬
牛
苑
﹂
と
﹁
禁
苑
﹂

が
並
列
の
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、空
間
的
に
言
う
と﹁
公
馬
牛
苑
﹂は﹁
禁
苑
﹂

と
は
別
の
場
所
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
公
馬
牛
苑
﹂

は
必
ず
国
有
土
地
に
設
置
す
る
は
ず
な
の
で
、
禁
苑
の
外
側
に
位
置
す
る
﹁
城

下
田
﹂
や
国
有
山
沢
、
す
な
わ
ち
龍
崗
秦
簡
に
見
る
堧
地
に
は
﹁
公
馬
牛
苑
﹂

が
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
残
念
な
が
ら
確
実
に
判
断
で
き
る
史
料
は
ま
だ
発
見

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
文
献
史
料
に
は
堧
地
に
つ
い
て
﹁
行
馬
﹂
と
い
う

史
料
が
あ
り
、﹃
史
記
﹄
五
宗
世
家
の
﹁
索
隠
﹂
で
、﹁
堧
﹂
に
つ
い
て
服
虔
の

﹁
宮
外
之
餘
地
﹂
説
と
顧
野
王
の
﹁
墙
外
行
馬
内
田
﹂（
垣
外
に
お
い
て
行
馬
す

る
宮
田
で
あ
る
）
説
を
引
い
て
解
釈
し
た
。
堧
地
に
は
馬
な
ど
の
畜
産
が
あ
っ

た
の
は
間
違
い
な
い
。
出
土
文
字
に
は
公
馬
牛
を
放
牧
す
る
場
所
に
関
す
る
史

料
が
あ
っ
て
、
そ
の
場
所
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
い
。

　

睡
虎
地
秦
簡
﹁
廏
苑
律
﹂
に
、

　
﹁
将
牧
公
馬
牛
、
馬
﹇
牛
﹈
死
者
、
亟
謁
死
所
縣
、
縣
亟
診
而
入
之
、
其
入

之
其
弗
亟
而
令
敗
者
、令
以
其
未
敗
直
（
値
）
賞
（
償
）
之
。
其
小
隷
臣
疾
死
者
、

告
其
□
□
之
、
其
非
疾
死
者
、
以
其
診
書
告
官
論
之
。
其
大
廏
、
中
廏
、
官
廏

馬
牛
殹
（
也
）、
以
其
筋
、
革
、
角
及
其
賈
（
價
）
錢
效
、
其
人
詣
其
官
。﹂
と

あ
る
。

　

律
文
の
意
味
は
、﹁
公
馬
牛
を
放
牧
す
る
と
き
、
馬
牛
が
死
ん
だ
場
合
は
、

放
牧
す
る
と
こ
ろ
が
所
属
す
る
県
の
官
府
に
急
い
で
報
告
し
、
県
は
速
や
か
に

死
ん
だ
馬
牛
を
診
察
し
て
か
ら
官
府
に
そ
れ
を
納
入
す
る
。
急
が
ず
、
死
馬
牛

を
腐
敗
さ
せ
れ
ば
、
腐
敗
す
る
前
の
値
段
で
賠
償
せ
よ
。
大
廏
・
中
廏
・
官
廏

の
馬
牛
が
死
ん
だ
な
ら
、
そ
の
筋
・
革
・
角
及
び
肉
の
売
値
を
放
牧
者
は
持
っ

て
主
管
官
に
納
入
す
る
。﹂
と
あ
る
。

　

こ
の
律
文
に
よ
っ
て
、国
営
す
る
﹁
大
廏
﹂﹁
中
廏
﹂﹁
官
廏
﹂一
九

を
含
む
﹁
公

二
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馬
牛
苑
﹂
の
馬
牛
は
各
地
方
で
遊
牧
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
遊
牧

す
る
場
所
は
当
然
、
耕
地
で
は
な
い
、
各
県
（
道
）
境
内
に
お
け
る
公
田
と
国

有
山
沢
で
あ
る
。
禁
苑
の
ま
わ
り
に
あ
る
﹁
城
下
田
﹂
も
例
外
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
な
ぜ
冒
頭
に
引
い
た
龍
崗
秦
簡
に
お
け
る
六
枚

の﹁
禁
苑
耎（
堧
）﹂に
関
す
る
簡
の
律
文
の
う
ち
四
枚
が
禽
獣
に
関
わ
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
解
決
さ
れ
る
と
思
う
。

　

簡
２
７
﹁
諸
禁
苑
為
耎
（
堧
）、
去
苑
卌
里
、
禁
毋
敢
取
耎
（
堧
）
中
獸
、

取
者
其
罪
與
盗
禁
中
︻
同
︼﹂
の
意
味
は
、
禁
苑
は
耎
（
堧
）
を
置
き
、
苑
か

ら
四
十
里
の
範
囲
の
耎
（
堧
）
中
で
は
敢
え
て
獣
の
捕
獲
を
行
っ
て
は
い
け
な

い
。
捕
獲
を
行
え
ば
そ
の
罪
は
﹁
盗
禁
中
﹂
と
（
同
じ
く
）
罰
す
る
、と
あ
る
。

こ
の
律
文
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　

ま
ず
、
禁
苑
の
ま
わ
り
に
設
置
す
る
堧
地
で
は
な
ぜ
禁
猟
の
必
要
が
あ
る
の

か
。
上
述
し
た
睡
虎
地
秦
簡
﹁
徭
律
﹂
に
禁
苑
と
公
馬
牛
苑
か
ら
﹁
獣
及
び
馬

牛
の
出
る
こ
と
﹂
と
あ
っ
て
、
周
辺
堧
地
の
農
作
物
の
被
害
防
止
を
配
慮
す
る

ば
か
り
で
は
な
く
、な
に
よ
り
禁
苑
の
禽
獣
馬
牛
は
皇
室
の
財
産
で
あ
る
の
で
、

そ
れ
ら
の
安
全
保
障
も
大
切
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
禁
苑
に
お
い
て
、
禽
獣
は
飼
養
さ
れ
る
の
で
獣
を
獲
っ
て
は
い
け
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
例
外
も
あ
る
。
例
え
ば
簡
３
２
に
﹁
諸
取
禁
中
豺
・

狼
者
、毋（
無
）罪
。﹂（
禁
苑
で
豺
・
狼
を
捕
獲
し
て
も
罪
と
な
ら
ず
。）が
あ
る
。

こ
れ
は
、
禁
苑
禽
獣
の
天
敵
の
豺
と
狼
を
獲
る
こ
と
は
例
外
と
い
う
補
足
的
な

説
明
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、主
な
律
文
に
対
し
補
足
す
る
律
（
令
）

も
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
簡
３
４
の
﹁
取
其
豺
、
狼
、
豲
、
貈
、
狐
、
貍
、

、
□
、
雉
、
兔
者
︐
毋
（
無
）
罪
。﹂
と
い
う
簡
文
は
十
分
に
簡
２
７
の
﹁
禁

毋
敢
取
耎
（
堧
）
中
獸
﹂
と
い
う
律
（
令
）
へ
の
補
足
と
考
え
ら
れ
る
。
理
由

は
簡
３
４
と
簡
３
２
を
比
べ
て
み
る
と
、
簡
３
４
の
豺
・
狼
以
外
、
ま
た
八
種

の
獣
と
も
を
獲
っ
て
も
﹁
毋
（
無
）
罪
﹂
の
場
所
は
、
簡
３
２
の
豺
・
狼
だ
け

は
獲
っ
て
も
よ
い
禁
苑
と
は
違
う
場
所
で
あ
る
だ
ろ
う
。そ
う
で
は
な
け
れ
ば
、

二
つ
の
律
（
令
）
は
重
複
し
て
混
乱
さ
せ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
故
に
、
そ
の

場
所
は
禁
苑
以
外
の
堧
地
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
考
え
は
﹁
耎
（
堧
）
中

獸
﹂
に
関
す
る
簡
文
が
多
い
点
に
も
合
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
堧
地
で
は
基

本
的
に
獣
を
獲
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
豺
・
狼
・
豲
・
貈
・
狐
・
貍
・

・
□
・

雉
・
兔
な
ど
を
獲
っ
て
も
罪
に
は
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
禁
苑
や
堧
地
で
は
豺
や
狼
が
危
険
性
の
あ
る
獣
で
あ
る
の
で
、
人

間
を
襲
え
ば
、
身
の
安
全
の
た
め
に
そ
れ
を
獲
っ
て
も
罪
に
な
ら
な
い
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
な
ぜ
堧
地
だ
け
豺
・
狼
以
外
、
数
多
く
の
獣
を
特
例
と
し
て

獲
っ
て
も
許
可
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
、
簡
３
４
に
み
ら
れ
る
各
々
の
獣
の
性
格
を
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。
そ
れ
ら
の
獣
に
つ
い
て
胡
平
生
氏
と
池
田
雄
一
氏
が
詳
し
く
実
証
を
加

え
た
研
究
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
引
用
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
﹁
豲
、﹃
説
文
﹄
豕
部
に
﹁
豲
、
豕
属
也
。
从
豕
原
声
、
読
若
桓
。﹃
逸
周
書
﹄

曰
﹁
豲
有
爪
而
不
敢
以
撅
。﹂﹂
と
し
て
、
朱
駿
聲
﹃
説
文
通
訓
定
聲
﹄
の
説
に

よ
る
と
、
恐
ら
く
﹁
獾
﹂
の
類
で
、
あ
る
い
は
﹁
獾
﹂
の
異
体
字
だ
ろ
う
。
貈
、

或
い
は
﹁
貉
﹂
と
為
す
。﹃
説
文
﹄
豕
部
に
﹁
貈
、
似
狐
、
善
睡
獸
也
。﹃
論
語
﹄

曰
﹃
狐
貈
之
厚
以
居
。﹄﹂
と
す
る
。﹂
ま
た
﹁

、﹃
説
文
﹄
犬
部
に
﹁

、
犬

二
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属
、
腰
以
上
黒
、
腰
以
下
黒
、
食
母
猴
。﹂
と
す
る
。﹂二
〇

　
﹁﹁
狐
﹂﹁
狸
﹂
は
共
に
イ
ヌ
科
で
肉
食
性
が
あ
る
。
馬
牛
羊
の
分
娩
時
に
は

外
敵
と
見
な
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。﹁
兔
﹂
も
、
大
な
る
は
﹁
如
狸
而
毛
褐
﹂

と
李
時
珍
﹃
本
草
綱
目
﹄
獣
之
二
で
は
﹃
事
類
合
璧
﹄
を
引
い
て
い
る
。
大
型

の
野
ウ
サ
ギ
の
場
合
、
地
下
茎
を
食
し
、
植
物
（
あ
る
い
は
作
物
）
を
大
き
く

損
な
う
虞
は
あ
る
。﹃
雉
﹄
は
、﹃
説
文
解
字
﹄
に
よ
る
と
一
四
種
を
数
え
る
と

い
う
。
播
種
を
損
な
う
虞
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
端
正
な
容
姿
の
故
か
﹁
不
失
其

節
﹂（﹃
周
礼
﹄
大
宗
伯
、
鄭
玄
注
）
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
細
長
さ
を
感
じ
さ

せ
る
容
姿
の
た
め
か
、
李
時
珍
﹃
本
草
綱
目
﹄
禽
之
二
は
、﹁
陸
禋
続
水
経
云
、

蛇
雑
遺
卵
于
地
、
千
年
而
為
蛟
龍
之
属
、
似
蛇
四
足
、
能
害
人
、﹇
任
昉
述
異

記
云
﹈
冬
則
為
雉
、
春
復
為
蛇
、
晋
時
武
庫
有
雉
、
張
華
曰
、
必
蛇
化
也
﹂
と
、

雉
と
蛇
と
が
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
説
話
も
引
く
。

い
つ
頃
ま
で
遡
り
得
る
説
話
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
﹁
雉
兔
﹂
は
、﹁
彭
蒙

曰
、
雉
兔
在
野
、
眾
人
逐
之
、
分
未
定
也
、
鶏
豕
満
市
、
莫
有
志
者
、
分
定
故

也
、
物
奢
則
仁
智
相
屈
、
分
定
則
貧
鄙
不
争
﹂（﹃
尹
文
子
﹄）
と
も
あ
り
、
庶

人
が
狩
猟
に
戯
れ
る
際
の
代
表
的
禽
獣
で
あ
る
。﹂二
一

　

両
氏
の
考
証
か
ら
少
な
く
と
も
以
下
の
二
つ
の
結
論
を
引
き
だ
せ
る
だ
ろ

う
。
第
一
、﹁
貈
﹂・﹁

﹂・﹁
狐
﹂・﹁
狸
﹂
な
ど
イ
ヌ
科
の
肉
食
性
獣
が
馬
牛

羊
な
ど
の
畜
産
に
害
を
加
え
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、獲
っ
て
も
許
す
。
第
二
、

﹁
豲
﹂﹁
雉
﹂﹁
兔
﹂
な
ど
は
植
物
（
作
物
）
を
傷
つ
け
る
の
で
、獲
っ
て
も
よ
い
。

こ
の
結
論
は
龍
崗
秦
律
の
簡
２
１
１
﹁
盗
牧
者
﹂
と
い
う
言
葉
と
あ
わ
せ
て
考

え
れ
ば
、﹁
盗
牧
﹂
と
は
や
は
り
許
可
を
得
ず
に
放
牧
を
し
て
は
い
け
な
い
牧

場
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
植
物
（
作
物
）
と
畜
産
を
損
な
う

獣
は
獲
っ
て
も
よ
い
と
い
う
律
（
令
）
は
、
禁
苑
の
す
ぐ
外
側
に
公
（
官
）
馬

牛
の
牧
場
が
あ
っ
た
の
で
、
植
物
と
畜
産
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で

あ
る
と
思
う
。
実
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
な
ぜ
龍
崗
秦
簡
に
数
多
く
獣

に
関
す
る
律
（
令
）
が
存
在
す
る
の
か
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、簡
１
０
０
に﹁
縣
官
馬
牛
羊
盗
□
之
︐弗
□
□
〼
﹂と
あ
り
、﹁
縣
官
﹂

と
は
天
子
や
朝
廷
の
意
味
で
あ
る
。﹃
史
記
﹄絳
侯
周
勃
世
家
に﹁
盗
買
縣
官
器
﹂

が
あ
り
、﹁
索
隠
﹂の
注
に
よ
っ
て﹁
縣
官
謂
天
子
也
。
所
以
謂
國
家
為
縣
官
者
、

﹃
夏
官
﹄
王
畿
内
縣
即
國
都
也
。
王
者
官
天
下
、故
曰
縣
官
也
。﹂
と
あ
る
。
従
っ

て
、
堧
地
に
設
け
ら
れ
た
公
馬
牛
の
牧
場
に
、
朝
廷
の
馬
や
牛
、
羊
な
ど
畜
産

を
飼
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
簡
１
１
２
に
馬
・
牛
・
駒
・
犢
・
羔
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
、
死
亡
し

た
馬
・
牛
・
駒
・
犢
・
羔
の
皮
革
及
び
□
を
、
禁
苑
の
係
り
に
納
入
す
る
（﹁
亡

馬
・
牛
・
駒
・
犢
・︻
羔
︼、
馬
・
牛
・
駒
・
犢
・︻
羔
︼
皮
及
□
皆
入
禁
□
□

（
官
）
□
〼
﹂）
律
文
と
簡
１
０
２
に
個
人
の
馬
・
牛
・
羊
・
駒
・
犢
・
羔
を
県

道
官
府
に
没
収
さ
れ
る
（﹁
没
入
私
馬
・
牛
・︻
羊
︼・︻
駒
︼・
犢
・
羔
縣
道
官
。﹂）

と
い
う
内
容
を
み
る
と
、
前
者
は
公
的
な
馬
牛
羊
と
そ
の
子
供
が
亡
く
な
っ
た

場
合
は
そ
の
革
な
ど
を
禁
苑
の
官
吏
二
二

に
納
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
民

間
人
の
馬
・
牛
・
羊
と
子
供
な
ど
を
没
収
す
る
場
合
は
県
道
官
府
に
送
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
牧
場
で
は
民
間
人
の
﹁
私
馬
牛
﹂
放
牧
が
禁
止
さ
れ
て
、
禁
止

を
破
れ
ば
﹁
盗
牧
者
﹂
と
な
る
こ
と
も
わ
か
る
。

二
九



　
　

四　
「
堧
」
の
道
・
猟
場
・
墓

　

堧
地
の
構
成
要
素
と
し
て
、
公
田
・
山
沢
・
牧
場
以
外
に
、
馳
道
・
狩
猟
場
・

墓
地
な
ど
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
史
料
を
龍
崗
秦
簡
に
お
い
て
も
発
見
し
、
こ
の

節
で
、
そ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
検
討
を
し
た
い
と
思
う
。

　

龍
崗
秦
簡
に
お
け
る
馳
道
に
関
わ
る
律
（
令
）
は
い
く
つ
か
あ
る
。

　

龍
崗
秦
簡
の
簡
６
０
に
﹁
中
、
及
奴
（
駑
）
道
絶
馳
道
、
馳
道
與
奴
（
駑
）

道
同
門
・
橋
及
限
（
？
）
〼
﹂
と
あ
る
。
そ
の
﹁
旁
道
に
至
っ
て
馳
道
を
渡
り
、

馳
道
と
旁
道
は
門
や
橋
や
︙
︙
を
同
じ
く
す
﹂
と
い
う
文
脈
か
ら
、
人
が
馳
道

を
渡
ろ
う
と
す
れ
ば
必
ず
旁
道
を
経
由
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
馳
道

と
旁
道
は
共
用
す
る
門
や
橋
な
ど
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

分
か
る
。

　

龍
崗
秦
簡
の
簡
３
１
に
、

　

諸
弋
射
甬
道
・
禁
苑
外
卅
（
？
）
里
（
？
）

（
繫
）、
去
甬
道
・
禁
苑
〼

　
（
お
よ
そ
甬
道
を
弋
射
し
た
も
の
は
、
禁
苑
外
三
十
里
内
で
行
え
ば
拘
束
し
、

甬
道
を
離
れ
て
、
禁
苑
︙
︙
）

と
あ
る
。

　
﹃
史
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
に
﹁（
秦
始
皇
二
十
七
年
）
作
信
宮
渭
南
、
已
更
命
信

宮
為
極
廟
、
象
天
極
。
自
極
廟
道
通
酈
山
、
作
甘
泉
前
殿
。
築
甬
道
、
自
咸
陽

属
之
。﹂
と
あ
る
。
そ
の
﹁
甬
道
﹂
に
つ
い
て
の
注
で
応
劭
が
い
う
に
は
、﹁
謂

於
馳
道
外
築
牆
、
天
子
於
中
行
、
外
人
不
見
。﹂（﹃
史
記
﹄
正
義
）
と
あ
る
。

つ
ま
り
、﹁
甬
道
﹂
と
は
馳
道
に
壁
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
中
央
道
路
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
は
﹁
甬
道
﹂
が
﹁
弋
射
﹂
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ

う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
内
容
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
甬
道
に
そ
の
中

を
走
行
す
る
要
人
の
身
の
安
全
を
守
る
機
能
が
あ
る
馳
道
に
関
す
る
律
（
令
）

文
で
あ
る
。
も
し
本
文
の
冒
頭
に
挙
げ
た
簡
３
０
の
﹁
時
來
鳥
︐
黔
首
其
欲
弋

射
耎
獸
者
勿
禁
。﹂（
渡
り
鳥
が
飛
来
し
、
黔
首
が
、
禁
苑
周
辺
の
堧
地
で
鳥
獣

を
弋
射
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
禁
じ
て
は
な
ら
な
い
）
と
い
う
文
と
比
べ
て
み

る
と
、
堧
地
で
鳥
獣
を
弋
射
し
て
も
よ
い
が
、
馳
道
の
甬
道
に
弋
射
す
れ
ば
有

罪
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。

　

龍
崗
秦
簡
の
簡
１
５
に
は
﹁
從
皇
帝
而
行
、
及
舎
禁
苑
中
者
、
皆
（
？
）
□

□
□
□
□
﹂（
皇
帝
に
従
い
て
行
き
、禁
苑
中
に
舎
ま
る
者
は
、皆
︙
︙
）と
あ
り
、

秦
王
朝
の
皇
帝
が
禁
苑
へ
行
く
こ
と
に
関
す
る
律
（
令
）
も
あ
り
、
皇
帝
が
専

用
道
路
の
馳
道
を
通
っ
て
禁
苑
へ
行
く
に
は
、
必
ず
禁
苑
の
ま
わ
り
に
設
置
す

る
堧
地
を
経
由
す
る
は
ず
で
あ
る
。
簡
３
１
の
﹁
卅
里
﹂
と
い
う
文
字
は
、は
っ

き
り
と
は
見
え
な
い
が
（﹁
卌
里
﹂
の
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
ず
）、
禁
苑
か

ら
﹁
卅
里
﹂（
卌
里
）
の
あ
た
り
に
通
る
馳
道
は
ま
さ
に
堧
地
の
範
囲
内
で
あ

り
、
そ
の
律
（
令
）
は
﹁
禁
苑
外
卅
（
卌
）
里
﹂
の
堧
地
に
お
い
て
﹁
弋
射
甬

道
﹂
禁
止
と
い
う
律
（
令
）二
三

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

簡
１
１
９
に
﹁
而
輿

（
？
）
疾
敺
（
驅
）
入
之
、
其
未
能

（
逃
）、
亟

散
離
（
？
）
之
、
唯
毋
令
獸
□
〼
﹂
と
あ
り
、
そ
れ
は
﹁
輿
は
速
く
駆
け
さ
せ

て
こ
れ
に
追
い
入
れ
、
逃
げ
ら
れ
な
い
う
ち
に
獣
を
速
や
か
に
分
離
し
て
、
決
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し
て
獣
に
□
□
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
胡
平
生
氏
が

本
簡
の
内
容
は
睡
虎
地
秦
簡
の
﹁
公
車
司
馬
獵
律
﹂（
皇
帝
の
狩
猟
に
関
す
る

律
）
の
﹁
•
射
虎
車
二
乗
為
曹
。
虎
未
越
泛
蘚
、従
之
、虎
環
（
還
）、貲
一
甲
。

虎
失
（
佚
）、
不
得
、
車
貲
一
甲
。
虎
欲
犯
、
徒
出
射
之
、
弗
得
、
貲
一
甲
。﹂

と
い
う
律
文
と
比
べ
て
﹁
似
乎
内
容
與
此
比
較
接
近
﹂二
四

と
指
摘
し
た
。
ま
た
、

陳
治
國
、于
孟
洲
の
二
氏
二
五

は
﹁
公
車
司
馬
獵
律
﹂
の
釈
文
を
改
め
て
検
討
し
、

﹁
在
虎
還
沒
有
遠
離
山
林
之
前
就
加
以
追
逐
、
使
虎
逃
回
山
林
、
罰
一
甲
。
虎

逃
走
、
沒
有
獵
獲
、
每
車
罰
一
甲
。﹂
と
解
釈
し
た
。
従
っ
て
、
龍
崗
秦
簡
に

こ
の
皇
帝
狩
猟
律
の
よ
う
な
律
文
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
、
皇
帝
が

狩
猟
し
た
場
所
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
、そ
の
場
所
は
禁
苑
内
部
か
、

そ
れ
と
も
、
民
間
人
地
域
か
と
い
う
問
題
を
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
漢
武
帝
の
狩
猟
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　
﹃
漢
書
﹄
東
方
朔
伝
に
武
帝
が
﹁
微
行
﹂
し
、﹁
以
夜
漏
下
十
刻
乃
出
、
常
稱

平
陽
侯
。
旦
明
、入
山
下
（
す
な
わ
ち
南
山
麓
︱
引
用
者
注
）
馳
射
鹿
豕
狐
兔
、

手
格
熊
羆
、
馳
騖
禾
稼
稻
秔
之
地
。
民
皆
號
呼
罵
詈
（
中
略
）
於
是
上
以
爲
道

遠
勞
苦
、
又
爲
百
姓
所
患
、
乃
使
太
中
大
夫
吾
丘
壽
王
與
待
詔
能
用
算
者
二
人
、

擧
籍
阿
城
以
南
、
盩
厔
以
東
、
宜
春
以
西
、
提
封
頃
畝
、
及
其
賈
直
、
欲
除
以

爲
上
林
苑
、
屬
之
南
山
。﹂
と
あ
る
。

　

こ
れ
は
武
帝
が
南
山
麓
に
行
っ
て
狩
猟
し
た
話
で
あ
り
、
狩
猟
中
に
隣
接
す

る
民
間
人
の
農
耕
地
を
侵
害
し
た
の
で
、
民
の
不
満
を
招
い
た
。
結
局
、
上
林

苑
を
南
山
ま
で
拡
大
し
た
。
こ
の
例
か
ら
、
当
時
武
帝
が
狩
猟
し
た
場
所
は
禁

苑
で
は
な
く
、
民
間
地
域
に
接
す
る
朝
廷
所
有
の
山
間
地
域
二
六

で
あ
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
故
に
、龍
崗
秦
簡
の
簡
１
１
９
に
み
ら
れ
る
皇
帝
狩
猟
の
場
所
は
、

禁
苑
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
の
国
有
山
間
地
に
位
置
し
た
の
は
ほ
ぼ
正
し
い
が
、

禁
苑
を
囲
っ
た
幅
四
十
里
の
環
状
堧
地
に
設
置
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い

だ
ろ
う
。

　
﹃
漢
書
﹄
李
広
伝
に
﹁（
李
蔡
）
盗
取
神
道
外
壖
地
一
畝
葬
其
中
﹂
と
あ
る
。

﹃
後
漢
書
﹄
孝
桓
帝
紀
に
載
せ
る
建
和
三
年
の
詔
令
に
﹁（
連
続
震
災
の
た
め
に
）

今
京
師
厮
舎
、
死
者
相
枕
、
郡
縣
阡
陌
、
處
々
有
之
（
中
略
）
若
無
親
屬
、
可

於
官
壖
地
葬
之
、
表
識
姓
名
、
為
設
祠
祭
。﹂
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
史
料

に
よ
っ
て
、
漢
代
に
お
け
る
﹁
神
道
外
壖
地
﹂
や
﹁
官
壖
地
﹂
に
は
貴
族
あ
る

い
は
庶
民
の
墓
地
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
と
思
う
が
、
秦
代
の
禁
苑
堧
地

に
は
墓
地
が
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
追
究
し
た
い
。

　

龍
崗
秦
簡
の
簡
１
２
１
に﹁
盗
徙
封
、侵
食
冢
廬
、贖
耐
。
□
□
宗
廟
耎（
堧
）﹂

（
田
畑
の
堺
を
移
動
さ
せ
た
り
し
、
墓
や
田
畑
の
小
屋
を
掠
め
取
っ
た
り
す
れ

ば
、
耐
刑
に
当
た
る
罰
金
を
贖
う
。
︙
︙
宗
廟
堧
（
を
掠
め
取
れ
ば
）
︙
︙
）

と
あ
る
。
ま
た
、
簡
１
２
４
に
﹁
人
冢
、
與
盗
田
同
灋
（
法
）。﹂
と
あ
り
、﹁
他

人
の
墓
（
を
破
壊
す
れ
ば
）、他
人
の
田
を
盗
む
と
同
法
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
。﹂

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
中
華
書
局
版
﹃
龍
崗
秦
簡
﹄
の
注
釈
者
は
簡
１
２
１
に

﹁
侵
食
冢
廬
、
指
侵
占
他
人
墳
地
。﹂（
ｐ
１
１
２
）
と
し
て
、
簡
１
２
４
に
﹁
本

簡
前
句
内
容
着
重
在
破
壊
他
人
墳
墓
、
擴
充
自
己
的
土
地
、
即
﹃
史
記
・
淮
南

衡
山
列
伝
﹄
所
説
的
﹃
壊
人
冢
以
爲
田
﹄、
而
不
是
盗
窃
冢
墓
、
因
此
論
罪
﹃
與

盗
田
同
法
﹄。﹂（
ｐ
１
１
４
）
と
し
た
判
断
は
正
し
い
と
思
う
。﹃
唐
律
疏
義
﹄

戸
婚
律
に
﹁
諸
盜
耕
人
墓
田
、
杖
一
百
。
傷
墳
者
、
徒
一
年
。﹂
と
あ
り
、
似
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た
よ
う
な
律
文
が
あ
る
の
で
参
考
と
な
る
。

　

当
然
、
簡
１
２
１
と
簡
１
２
４
と
も
墓
地
は
必
ず
堧
地
に
あ
っ
た
と
言
っ
て

い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
長
い
年
月
を
掛
け
て
行
わ
れ
て
き
た
睡
虎
地
秦
簡
と
龍

崗
秦
簡
の
出
土
地
に
あ
た
る
楚
王
城
遺
跡
の
考
古
調
査
に
よ
れ
ば
、
そ
の
雲
夢

禁
苑
と
み
ら
れ
る
楚
王
城
遺
跡
の
ま
わ
り
に
は
大
量
の
秦
漢
墓
葬
と
い
く
つ
か

の
戦
国
墓
葬
が
発
見
さ
れ
て
、
そ
の
周
辺
に
は
複
数
の
大
型
古
代
墓
地
が
分
布

し
て
い
る
。
城
西
に
は
睡
虎
地
秦
漢
墓
・
木
匠
墳
秦
墓
・
大
墳
頭
前
漢
墓
が
あ

り
、
城
南
に
は
珍
珠
坡
戦
国
秦
漢
墓
・
龍
崗
秦
漢
墓
が
あ
り
、
城
東
・
城
北
に

は
後
漢
墓
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
墓
葬
は
、
み
な
城
壁
か
ら
あ
ま
り
離
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
そ
の
墓
葬
は
雲
夢
楚
王
城
と
一
定
の
関
連

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
墓
葬
ほ
と
ん
ど
は
楚
王
城
を

使
用
し
て
い
た
間
に
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
発
掘
者
の
一
人
の
張
沢
棟
氏
二
七

が

言
う
よ
う
に
楚
王
城
周
辺
に
あ
る
墓
葬
は
、
全
て
城
壁
か
ら
外
側
に
１
ｋ
ｍ
の

範
囲
内
に
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
範
囲
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
上
述
し
て
き
た
禁

苑
堧
地
内
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
う
。

　

龍
崗
秦
簡
の
出
土
地
で
あ
る
雲
夢
楚
王
城
が
禁
苑
で
あ
れ
ば
、
簡
文
と
考
古

発
掘
資
料
と
も
そ
の
ま
わ
り
に
設
置
し
た
堧
地
に
墓
地
が
あ
っ
た
と
証
明
で
き

る
。
ま
た
、既
に
引
用
し
た
﹃
漢
書
﹄﹃
後
漢
書
﹄
に
み
ら
れ
る
﹁
神
道
外
壖
地
﹂

や
﹁
官
壖
地
﹂
の
墓
地
が
異
例
と
言
え
ば
、
秦
漢
時
代
に
お
け
る
禁
苑
堧
地
に

設
け
た
墓
地
は
堧
地
制
度
の
一
環
と
し
て
通
常
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

文
献
史
料
に
は
﹁
漢
内
史
府
在
太
廟
堧
中
﹂（﹃
続
資
治
通
鑑
﹄
宋
紀
四
十
二
）

と
あ
り
、
上
述
し
た
龍
崗
秦
簡
１
２
１
簡
の
﹁
宗
廟
堧
﹂
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

堧
地
に
は
役
所
や
宗
廟
な
ど
も
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
既
に
引
い
た﹃
漢
書
﹄

食
貨
志
の﹁（
趙
）過
試
以
離
宮
卒
田
其
宮
壖
地
﹂と
い
う
史
料
に
み
ら
れ
る﹁
離

宮
卒
﹂
は
、
堧
に
駐
屯
地
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
と
未
だ
分
か
ら
な

い
が
、
可
能
性
が
な
い
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
以
上
の
考
証
に
よ
っ
て
龍
崗
秦
簡
に
み
ら
れ
る
秦
代
の
﹁
禁
苑
耎

（
堧
）﹂
は
、
確
か
に
本
文
の
冒
頭
に
紹
介
し
た
先
行
研
究
者
が
既
に
指
摘
し
て

い
た
﹁
防
衛
の
範
囲
を
拡
大
し
、
皇
室
の
建
築
あ
る
い
は
領
地
の
安
全
を
確
保

す
る
﹂
た
め
の
﹁
隔
離
地
帯
﹂
で
あ
る
が
、﹁
そ
れ
（
堧
）
は
内
垣
・
宮
殿
・
宗
廟
・

禁
苑
と
同
じ
く
、
神
聖
的
侵
犯
す
る
可
か
ら
ず
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
聖
地
で

は
な
く
、た
だ
い
く
つ
か
特
別
に
律
（
令
）
が
設
け
ら
れ
た
禁
苑
垣
を
囲
う
﹁
城

下
田
﹂
で
あ
る
。
そ
の
﹁
田
﹂
で
律
（
令
）
を
守
れ
ば
、
耕
作
・
狩
猟
・
通
過
・

祭
祀
な
ど
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
統
一
秦
の
龍
崗
秦
律
と
統
一
す
る

前
の
睡
虎
地
秦
律
を
比
べ
て
み
る
と
、
秦
王
（
皇
）
朝
に
な
っ
て
か
ら
禁
苑
管

理
が
発
達
し
た
の
と
共
に
、
そ
の
﹁
禁
苑
耎
（
堧
）﹂
制
も
律
令
化
し
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

五　
「
禁
苑
堧
」
構
造
の
由
来

　

以
上
の
よ
う
に
龍
崗
秦
簡
と
睡
虎
地
秦
簡
に
基
づ
き
、
禁
苑
堧
地
の
空
間
構

造
に
つ
い
て
考
察
し
、た
と
え
全
て
で
な
く
と
も
可
能
な
限
り
﹁
復
元
﹂
し
た
。

し
か
し
、
龍
崗
秦
簡
は
統
一
秦
王
（
皇
）
朝
が
実
行
し
た
律
令
で
あ
る
の
で
、

三
二



そ
の
史
料
を
中
心
と
し
て
で
き
た
禁
苑
堧
地
は
一
体
ど
の
よ
う
な
由
来
が
あ
る

か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
と
思
う
。
換
言
す
れ
ば
、
統
一
秦
に
お
け
る
禁
苑
堧

地
の
由
来
と
い
う
沿
革
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
そ
の
構
造
的
な
特
徴
も
証
明
で
き

な
い
の
で
、
禁
苑
堧
地
の
由
来
に
つ
い
て
探
求
し
た
い
。

　

ま
ず
、
禁
苑
堧
地
は
秦
が
全
国
を
統
一
し
て
か
ら
初
め
て
成
立
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
筆
者
の
考
え
を
提
出
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
じ
出
土
地
で

発
見
さ
れ
た
睡
虎
秦
簡
に
は
、
小
文
に
も
よ
く
引
用
し
た
よ
う
な
﹁
禁
苑
﹂
に

関
す
る
律
令
が
多
く
あ
り
、
ま
た
﹁
廏
苑
律
﹂
の
律
名
も
見
つ
け
た
が
、﹁
堧
﹂

と
い
う
用
語
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
上
述
し
た
よ
う
に

本
来
な
ら
﹁
公
馬
牛
苑
﹂
や
﹁
塹
・
垣
・
籬
・
散
（
柵
）﹂
や
﹁
有
田
其
旁
者
﹂

な
ど
堧
地
内
外
に
存
在
し
た
も
の
の
関
連
律
文
に
も
﹁
堧
﹂
の
存
在
は
い
っ
さ

い
み
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
﹁
堧
﹂
が
見
当
た
ら
な
い
か
と
問
え
ば
、
最
も
考
え
ら

れ
る
理
由
は
秦
が
統
一
す
る
前
に
禁
苑
堧
地
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
、
睡
虎
地
秦
簡
の
よ
う
な
秦
が
統
一
す
る
前
の
律
令
や
文
書
に
登
場
し
て
い

な
い
の
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
う
す
れ
ば
、禁
苑
の
成
立
よ
り
堧
地
の
成
立
は
遅
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
、
禁
苑
と
民
間
土
地
の
間
に
設
け
ら
れ
た
幅
六
十
里
の
分
離
地
帯
の
律
令

の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
個
別
的
な
禁
苑
に
付
け
た
も
の
で
は
な
く
、
２

７
簡
の﹁
諸
禁
苑
為
耎（
堧
）、去
苑
卌
里
﹂と
２
８
簡
の﹁
諸
禁
苑
有
耎（
堧
）者
、

□
去
耎
（
堧
）
廿
里
﹂
の
律
令
用
語
に
よ
っ
て
、﹁
堧
﹂
が
あ
る
全
て
の
禁
苑

に
つ
い
て
の
規
約
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
上
述
し
た
幅
六
十
里
分
離

地
帯
は
秦
王
（
皇
）
朝
が
﹁
數
以
六
為
紀
﹂
と
い
う
新
制
度
を
立
ち
上
げ
た
後

に
出
来
た
禁
苑
制
度
で
あ
る
と
い
う
判
断
に
従
っ
て
、
秦
が
東
方
六
国
を
統
一

し
た
あ
と
、
各
国
の
離
宮
別
館
を
秦
王
（
皇
）
朝
の
在
地
禁
苑
と
し
て
、
警
備

を
強
化
し
、
始
皇
帝
が
全
国
へ
巡
幸
し
た
と
き
の
行
在
所
と
し
た
。
禁
苑
堧
地

の
成
立
は
そ
の
と
き
に
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。文
献
記
録
は
勿
論
で
あ
る
が
、

龍
崗
秦
簡
だ
け
で
も
﹁
沙
丘
苑
﹂（
簡
３
５
）・﹁
河
禁
﹂（
簡
８
２
）・﹁
雲
夢
禁

中
﹂（
簡
1
）
な
ど
始
皇
帝
の
時
に
あ
っ
た
禁
苑
の
名
前
が
現
れ
た
。
当
時
ど

れ
ほ
ど
禁
苑
に
堧
地
が
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
龍
崗
秦
簡

に
見
る
堧
地
は
、
出
土
地
の
雲
夢
地
域
に
あ
っ
た
﹁
雲
夢
禁
中
﹂
と
無
関
係
と

は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
雲
夢
睡
虎
秦
簡
と
雲
夢
龍
崗
秦
簡
の
出
土
地
に
あ
た
る
楚
王
城
遺
跡

を
具
体
例
と
し
て
、
統
一
秦
王
（
皇
）
朝
に
お
け
る
禁
苑
堧
地
の
由
来
を
論
じ

た
い
。
龍
崗
秦
簡
と
睡
虎
地
秦
簡
の
出
土
地
で
あ
る
雲
夢
楚
王
城
遺
跡
に
つ
い

て
曲
英
傑
氏
は
そ
れ
が
﹁
離
宮
別
苑
﹂（
曲
英
傑
﹃
長
江
城
址
﹄
湖
北
教
育
出

版
社
２
０
０
４
年
ｐ
３
９
７
）
で
あ
り
、
始
皇
帝
が
﹁
過
安
陸
﹂
や
﹁
行
至
雲

夢
﹂
し
た
と
き
、﹁
ま
さ
に
こ
の
城
に
宿
っ
た
は
ず
で
あ
る
﹂（﹁
当
均
留
居
此

城
﹂
同
上
ｐ
２
２
３
）
と
判
断
し
た
。
筆
者
は
、
曲
英
傑
氏
と
異
な
る
視
点
か

ら
、
す
な
わ
ち
墓
葬
と
出
土
文
字
に
よ
っ
て
、
雲
夢
楚
王
城
遺
跡
は
龍
崗
秦
簡

に
現
れ
た
﹁
雲
夢
禁
中
﹂
に
あ
た
る
と
考
え
た
二
八

。
で
は
、
楚
王
城
は
秦
の
禁

苑
と
な
る
前
に
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
か
。
そ
れ
が
わ
か
っ
た
ら
、
龍
崗
秦

簡
に
現
れ
た
秦
の
統
一
後
の
﹁
夢
雲
禁
中
﹂
と
比
べ
る
こ
と
で
、
堧
地
成
立
へ

の
検
討
に
大
い
に
役
立
つ
と
思
う
。
曲
英
傑
氏
は
雲
夢
禁
苑
に
な
る
前
の
雲
夢

楚
王
城
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
。
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﹁
其
（
雲
夢
楚
王
城
︱
引
用
者
注
）
称
﹁
雲
夢
﹂、
当
承
伝
於
古
。
晋
杜
預
所

言
﹁
江
夏
安
陸
県
城
東
南
有
雲
夢
城
﹂（﹃
左
伝
﹄
宣
公
四
年
の
注
）、当
指
此
城
。

又
、宋
玉
﹃
高
唐
賦
﹄
云
﹁
昔
者
楚
襄
王
與
宋
玉
遊
於
雲
夢
之
台
。﹂﹃
戦
国
策
﹄

楚
策
一
載
：﹁
楚
王
遊
於
雲
夢
（
中
略
）﹂
其
出
遊
雲
夢
、隨
従
衆
多
、場
面
浩
大
、

所
居
似
非
此
城
莫
属
。
由
此
類
推
、
此
雲
夢
城
可
能
即
興
築
於
戦
国
之
世
、
為

楚
王
離
宮
、
或
称
﹁
雲
夢
之
台
﹂、
與
﹁
章
華
之
台
﹂
相
類
。
這
與
考
古
発
掘

所
推
断
的
修
築
年
代
亦
正
相
合
。（
曲
英
傑﹃
長
江
城
址
﹄ｐ
２
２
１
～
２
２
２
）

　

曲
氏
は
文
献
と
発
掘
の
二
重
史
料
か
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
﹁
此
雲
夢
城
可
能

即
興
築
於
戦
国
之
世
、
為
楚
王
離
宮
﹂

と
い
う
結
論
を
出
し
た
。

　

で
は
、当
時
こ
の
﹁
楚
王
離
宮
﹂
の
ま
わ
り
は
ど
の
よ
う
な
自
然
環
境
で
あ
っ

た
か
、
そ
れ
は
秦
の
領
土
に
な
っ
て
か
ら
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
は
、
譚
其
驤
氏
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

這
一
地
区
本
是
一
個
自
新
石
器
時
代
以
来
早
已
得
到
相
当
開
発
的
区
域
、
其

所
以
遅
至
春
秋
戦
国
時
代
還
保
留
着
大
片
大
片
的
雲
夢
区
、
那
当
然
是
由
於
楚

国
統
治
者
長
期
覇
占
了
這
些
土
地
作
為
他
們
的
遊
楽
之
地
︱
苑
囿
、
阻
撓
了
它

的
開
発
之
故
。（
中
略
）
雲
夢
遊
猟
区
的
歴
史
大
致
到
公
元
前
２
７
８
年
基
本

結
束
。
這
一
年
、
秦
将
白
起
攻
下
楚
郢
都
、
楚
被
迫
放
棄
江
漢
地
区
、
挙
国
東

遷
於
陳
。
従
此
秦
代
替
楚
統
治
了
這
片
土
地
。
秦
都
関
中
、
統
治
者
不
需
要
跑

到
楚
地
来
遊
猟
、
於
是
原
来
作
為
楚
国
禁
地
的
雲
夢
被
開
放
了
、
其
中
的
可
耕

地
才
逐
歩
為
労
働
人
民
所
墾
辟
、
山
林
中
的
珍
禽
猛
獣
日
漸
絶
跡
。
到
了
半
世

紀
後
秦
始
皇
帝
建
成
統
一
的
封
建
王
朝
時
、
估
計
已
有
靠
十
個
県
建
立
在
旧
日

的
雲
夢
区
。（﹁
雲
夢
與
雲
夢
沢
﹂、﹃
復
旦
学
報
﹄
１
９
８
０
年
﹃
歴
史
地
理
専

輯
﹄。
の
ち
﹃
長
水
粹
編
﹄
河
北
教
育
出
版
社
２
０
０
０
年
版
所
収
ｐ
５
８
１
）。

　

譚
氏
の
論
述
し
た
春
秋
・
戦
国
時
代
の
﹁
雲
夢
遊
猟
区
﹂
か
ら
前
２
７
８
年

以
後
の
﹁
可
耕
地
才
逐
歩
為
労
働
人
民
所
墾
辟
﹂
ま
で
、
さ
ら
に
秦
が
統
一
し

た
あ
と
﹁
已
有
靠
十
個
県
建
立
在
旧
日
的
雲
夢
区
﹂
ま
で
の
雲
夢
地
域
の
自
然

環
境
の
変
遷
は
、
ま
さ
に
龍
崗
秦
簡
に
見
る
雲
夢
禁
苑
の
周
辺
地
域
に
お
け
る

環
境
の
変
化
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
秦
王
（
皇
）
朝
の
禁
苑
を
囲
っ
た
堧

地
は
こ
の
よ
う
に
変
遷
し
た
土
地
で
成
立
し
た
。
具
体
的
に
言
う
と
、
上
述
し

た
堧
地
の
構
成
要
素
は
譚
氏
の
言
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
秦
の
禁
苑
が
成
立

す
る
前
に
、
楚
王
の
離
宮
だ
け
で
は
な
く
、
離
宮
の
ま
わ
り
の
広
い
範
囲
と
も

立
ち
入
り
禁
止
の
﹁
雲
夢
遊
猟
区
﹂
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
楚
国
王
室
専

用
の
﹁
雲
夢
遊
猟
区
﹂
は
秦
の
占
領
地
域
に
な
っ
て
か
ら
﹁
開
放
﹂
さ
れ
、
人

民
は
そ
の
土
地
を
﹁
墾
辟
﹂
し
て
、﹁
山
林
﹂
を
開
発
し
た
り
し
た
。
つ
ま
り
、

も
と
は
王
室
所
有
の
古
い
雲
夢
地
域
は
国
の
公
田
や
山
林
池
沢
と
し
て
人
民
に

貸
し
出
し
、
開
発
さ
れ
た
。
も
と
の
楚
王
の
離
宮
は
変
わ
ら
な
く
て
も
（
名
前

も
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
）、
ま
わ
り
の
環
境
は
大
分
変
わ
っ
た
が
、
や

は
り
昔
の
﹁
雲
夢
遊
猟
区
﹂
で
あ
っ
た
の
で
、一
部
の
狩
猟
区
は
残
さ
れ
た
り
、

一
部
の
地
域
は
秦
の
牧
場
や
﹁
公
馬
牛
苑
﹂
に
変
身
し
た
。
こ
れ
ら
は
か
な
り

大
き
な
変
化
と
も
言
え
る
が
、
上
述
し
た
よ
う
な
全
国
統
一
し
た
禁
苑
堧
地
は
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恐
ら
く
ま
だ
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
秦
が
全
国
を
統
一

し
た
あ
と
東
方
六
国
の
旧
制
の
離
宮
別
館
も
統
一
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
始
皇
帝
が
朝
廷
の
ほ
ぼ
半
数
の
官
僚
を
連
れ
て
各
地
方
へ
巡
幸
す
る
計
画
が

出
来
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
暗
殺
が
多
数
出
た
当
時
、
始
皇
帝
が
巡
幸

先
に
宿
る
旧
六
国
の
離
宮
別
館
す
べ
て
に
警
備
対
策
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
。
そ
の
対
策
の
一
環
と
し
て
い
っ
さ
い
の
旧
制
離
宮
を
禁
苑
と
呼
び

始
め
、
そ
の
一
部
に
は
民
間
人
と
の
分
離
帯
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

分
離
帯
の
幅
も
全
国
一
律
で
、
新
し
い
﹁
數
以
六
為
紀
﹂
制
に
よ
っ
て
幅
六
十

里
（
堧
地
４
０
里
と
準
堧
地
２
０
里
）
と
し
た
律
令
を
公
表
し
た
。
そ
こ
で
は

龍
崗
秦
簡
に
見
え
る
禁
苑
堧
地
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

む
す
び
に

　

小
文
で
は
龍
崗
秦
簡
に
み
る
﹁
禁
苑
耎
（
堧
）﹂
に
関
す
る
先
行
研
究
の
貢

献
と
問
題
点
を
意
識
し
て
、﹁
禁
苑
耎
（
堧
）﹂
の
空
間
構
造
と
史
的
な
沿
革
に

つ
い
て
考
証
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
先
行
研
究
で
の
﹁
そ
れ
（
堧
）
は

内
垣
・
宮
殿
・
宗
廟
・
禁
苑
と
同
じ
く
、
神
聖
的
侵
犯
す
る
可
か
ら
ず
も
の
で

あ
る
﹂
と
い
う
結
論
と
違
い
、
堧
地
と
は
公
田
・
山
沢
・
牧
場
・
馳
道
・
狩
猟

場
・
墓
地
な
ど
で
あ
る
と
い
う
実
質
的
な
中
身
の
あ
る
空
間
構
造
を
明
ら
か
に

し
た
。
ま
た
、
統
一
秦
以
前
に
お
け
る
禁
苑
外
側
地
域
の
歴
史
地
理
に
つ
い
て

考
察
し
て
、﹁
禁
苑
耎（
堧
）﹂は
山
沢
と
開
墾
地
の
変
身
と
い
う
経
緯
が
わ
か
っ

た
。
最
後
に
、
秦
の
始
皇
帝
は
全
国
を
統
一
し
た
あ
と
、
戦
国
時
代
に
残
し
た

各
国
の
離
宮
を
す
べ
て
﹁
禁
苑
﹂
と
し
て
統
制
し
、
彼
が
各
地
方
へ
巡
行
し
た

際
、
そ
れ
ら
の
﹁
禁
苑
﹂
が
泊
ま
る
先
と
な
っ
た
の
で
、
禁
苑
の
外
側
に
４
０

里
幅
の
堧
地
と
２
０
里
幅
の
準
堧
地
で
あ
る
安
全
地
帯
を
設
け
た
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
再
び
冒
頭
に
挙
げ
た
﹁
禁
苑
耎
（
堧
）﹂

律
（
令
）
に
戻
っ
て
考
え
れ
ば
、﹁
禁
毋
敢
取
﹂﹁
毋
敢
毎
殺
﹂
と
い
う
禁
止
令

は
禁
苑
か
ら
逃
げ
出
す
禽
獣
の
安
全
を
守
る
為
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
﹁
弋
射

甬
道
﹂
を
禁
止
す
る
律
（
令
）
の
よ
う
な
皇
帝
を
含
め
る
禁
苑
に
進
出
す
る
人

間
の
安
全
保
障
と
い
う
目
的
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、﹁
禁
苑
耎（
堧
）﹂

は
禁
苑
の
よ
う
な
立
ち
入
り
禁
止
ほ
ど
厳
重
に
警
備
さ
れ
る
場
所
で
は
な
く
、

む
し
ろ
非
常
に
柔
軟
性
が
あ
る
律
（
令
）
で
守
ら
れ
る
民
間
地
域
と
禁
苑
の
間

に
設
置
さ
れ
た
過
渡
地
帯
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
後
の
時
代
に
あ
っ

た
小
規
模
な
宮
殿
堧
・
禁
苑
堧
・
神
道
堧
な
ど
の
堧
と
異
な
る
性
格
で
あ
り
、﹁
禁

苑
耎
（
堧
）﹂
の
誕
生
期
に
お
け
る
初
期
特
徴
と
も
い
え
る
。三

五



筆
者
の
考
え
て
い
る
禁
苑
堧
地
の
イ
メ
ー
ジ
図

注一 

禁
苑
の
堧
地
は
日
本
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
ま
だ
分
か
ら
な
い
が
、
平
安
宮

城
の
ま
わ
り
に
壖
（
堧
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
﹃
延
喜
式
﹄
左
右
京
職
京
程

条
に
載
せ
て
い
る
。
そ
の
位
置
は
網
伸
也
氏
﹁
平
安
京
の
造
営
計
画
と
そ

の
実
態
﹂（﹃
考
古
学
雑
誌
﹄
第
８
４
巻
第
３
号
、
平
成
１
１
年
２
月
）
の

宮
城
周
囲
や
南
羅
城
外
の
壖
（
堧
）
地
に
つ
い
て
内
容
を
参
照
。
同
氏
が

筆
者
へ
の
手
紙
で
﹁
京
内
離
宮
で
あ
る
神
泉
苑
の
周
囲
は
壖
地
と
し
て
犬

行
き
を
広
く
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、﹃
大
唐
西

域
記
﹄
巻
八
の
﹁
菩
提
樹
垣
﹂
に
﹁
壖
垣
内
地
、聖
跡
相
隣
﹂
と
あ
っ
た
。

ゆ
え
に
、
中
国
古
代
に
お
け
る
禁
苑
の
堧
の
構
造
と
変
遷
が
分
か
れ
ば
日

本
の
宮
城
堧
や
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
廟
堧
の
起
源
に
関
わ
る
研
究
も
価

値
が
あ
る
と
思
う
。

二 

中
国
文
物
研
究
所
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
﹃
龍
崗
秦
簡
﹄（
中
華

書
局
２
０
０
１
年
）
の
﹁
竹
簡
内
容
簡
論
﹂
に
﹁
我
們
認
為
龍
崗
簡
其
実

只
有
一
個
中
心
、
那
就
是
﹁
禁
苑
﹂。﹂（
ｐ
５
）
と
紹
介
し
た
と
お
り
、

当
該
簡
の
内
容
は
秦
朝
の
禁
苑
に
関
す
る
律
文
で
あ
る
。

三 

﹁
龍
崗
秦
簡
﹂
の
簡
番
号
は
、
出
土
し
た
際
に
作
っ
た
出
土
番
号
と
劉
信

芳
・
梁
柱
編
著
﹃
雲
夢
龍
崗
秦
簡
﹄（
科
学
出
版
社
版
１
９
９
７
年
）
に

載
せ
る
整
理
番
号
と
中
華
書
局
版
﹃
龍
崗
秦
簡
﹄
の
著
者
が
作
っ
た
整
理

番
号
の
三
つ
が
あ
る
が
、
本
論
で
使
っ
た
番
号
は
中
華
書
局
版
﹃
龍
崗
秦

簡
﹄
の
著
者
が
作
っ
た
番
号
で
あ
る
。

四 

胡
平
生
氏
の
﹁
雲
夢
龍
崗
秦
簡
﹃
禁
苑
律
﹄
中
的
﹁
耎
﹂（
壖
）
字
及
相

二十里幅の準堧地
（公田・山沢・牧場・道路・狩猟場・墓地有）動物を殺してはいけぬ

四十里幅の堧地
（公田・山沢・牧場・道路・狩猟場・墓地有）動物を

獲ってはいけぬ

　　　　　　禁苑
立ち入り禁止

三
六



関
制
度
﹂、﹃
江
漢
考
古
﹄
１
９
９
１
年
第
２
期
、の
ち
中
国
文
物
研
究
所
・

湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
﹃
龍
崗
秦
簡
﹄（
中
華
書
局
）
所
収
。

五 

﹃
資
治
通
鑑
﹄
１
６
に
﹁
壖
、
與
堧
同
。﹂（
胡
三
省
の
注
よ
り
）
と
し
て
、

﹃
段
注
説
文
解
字
﹄
に
﹁﹃
玉
海
﹄
云
﹁
堧
正
、壖
俗
。﹂
是
也
。﹂
と
し
た
。

ゆ
え
に
、
本
文
に
は
﹁
堧
﹂
を
用
い
る
。

六 

張
金
光
氏
に
﹁
我
以
爲
原
簡
之
第
二
典
字
並
其
重
文
符
號
乃
涉
前
﹃
典
=

﹄

而
衍
。
除
其
所
衍
、
則
原
文
當
作
﹃
租
者
且
出
以
律
告
典
=

田
=

令
黔
首
皆

知
之
﹄。
其
義
可
釋
作
﹃
租
者
且
出
以
律
告
典
田
、典
田
令
黔
首
皆
知
之
﹄。

（
中
略
）
律
文
之
義
是
主
租
者
以
律
告
典
田
、
而
典
田
再
告
令
黔
首
皆
知

之
︐此
係
將
律
文
逐
級
向
下
傳
達
、最
後
傳
達
到
黔
首
們
、令
其
皆
知
之
。﹂

と
あ
る
。
氏
﹃
秦
制
研
究
﹄（
上
海
古
籍
出
版
社
２
０
０
４
年
版
）
ｐ
６

４
を
参
照
。

七 

﹁
田
典
﹂
と
い
う
官
吏
の
所
属
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
観
点
が
あ
り
、
高

敏
氏
：﹁（
秦
国
）
設
置
各
種
﹃
官
嗇
夫
﹄
以
管
理
国
有
土
地
、
耕
牛
、
農

具
、
種
籽
以
及
大
車
的
製
作
與
維
修
、
仆
役
的
徴
集
與
奨
懲
等
等
的
需
要
、

於
是
就
有
田
嗇
夫
、
苑
嗇
夫
、
倉
嗇
夫
、
皂
嗇
夫
及
司
空
嗇
夫
等
等
的
設

置
。﹂（﹁
論
﹃
秦
簡
﹄
中
的
﹁
嗇
夫
﹂
一
官
﹂﹃
雲
夢
秦
簡
初
探
﹄
河
南
人

民
出
版
社
１
９
７
９
年
ｐ
１
９
９
、
ま
た
﹁
田
嗇
夫
之
下
、
也
有
田
典

4

4

、

牛
長
等
官
。﹂（
同
上
ｐ
１
９
５
）
と
す
る
。
裘
錫
圭
氏
﹁
田
典

4

4

大
概
也
是

田
嗇
夫
的
下
属
。﹂
と
し
、﹁
従
秦
律
看
、
当
時
国
家
控
制
着
大
量
土
地
以

及
其
他
生
産
資
料
（
中
略
）
土
地
的
収
授
分
配
当
然
是
田
嗇
夫
的
主
要
任

務
﹂
と
す
る
（﹁
嗇
夫
初
探
﹂、﹃
雲
夢
秦
簡
研
究
﹄
中
華
書
局
１
９
８
１

年
版
ｐ
２
５
０
）。
山
田
勝
芳
氏
は
龍
崗
秦
簡
簡
１
５
０
の
律（
令
）に﹁
こ

れ
は
黔
首
に
対
し
て
﹁
典
田
﹂
と
﹁
里
典
﹂
と
を
通
じ
て
租
納
入
の
律
を

告
知
さ
せ
、
そ
れ
に
つ
い
て
周
知
さ
せ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
、
租
徴
収

担
当
官
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。﹂（
山
田
勝
芳
﹃
秦
漢
財
政

收
入
の
研
究
﹄
汲
古
書
院
１
９
９
３
年
版
ｐ
５
４
）
と
し
た
。
氏
の
読
み

方
で
﹁
田
典
﹂
に
﹁
典
田
﹂
を
読
ん
だ
が
、
そ
の
役
人
が
﹁
租
徴
収
担
当

官
﹂
と
い
う
公
田
管
理
官
吏
で
あ
る
こ
と
も
認
め
た
と
思
う
。

八 

楊
振
紅
﹁
龍
崗
秦
簡
諸
﹃
田
﹄、﹃
租
﹄
簡
釋
義
補
正
︱
結
合
張
家
山
漢
簡

看
名
田
宅
制
的
土
地
管
理
和
田
租
徵
收
︱
﹂（﹃
簡
帛
研
究
二
○
○
四
﹄
広

西
師
範
大
学
出
版
社
２
０
０
６
年
）
を
参
照
。

九 

﹃
龍
崗
秦
簡
﹄（
中
華
書
局
２
０
０
１
版
）の
著
者
が
簡
１
の﹁
池
魚
﹂を﹁
池

籞
﹂
ｐ
６
９
と
読
ん
で
、
そ
れ
を
禁
苑
内
部
に
設
置
し
た
御
池
で
あ
る
と

解
釈
し
た
こ
と
は
、恐
ら
く
正
し
く
な
い
。
少
な
く
と
も
﹁
魚
﹂
を
﹁
籞
﹂

の
仮
借
字
と
す
る
前
例
は
な
く
、
ま
た
秦
代
に
は
禁
苑
の
御
池
を
民
間
人

に
貸
し
出
し
た
証
拠
も
な
い
。
詳
し
く
は
拙
作
﹁
龍
崗
秦
簡
簡
一
の
解
釈

及
び
そ
の
性
格
に
つ
い
て
﹂（﹃
早
稲
田
大
学
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報
﹄

第
２
号
２
０
０
３
年
）
を
参
照
。

一
〇 

濠
池
と
堧
地
と
の
構
造
的
関
係
と
そ
の
機
能
は
日
本
の
藤
原
宮
の
例
で
説

明
す
れ
ば
よ
り
わ
か
り
や
す
い
。
藤
原
宮
の
ま
わ
り
に
も﹁
外
濠
﹂と﹁
空

閑
地
﹂
と
呼
ば
れ
る
地
帯
が
あ
っ
た
。
そ
の
地
帯
の
中
身
は
い
ま
だ
は
っ

き
り
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
外
濠
の
よ
う
に
民
間
人
の
住
む
条
坊
と
隔
絶

し
た
地
割
り
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
も
古
代
中
国
に

三
七



お
け
る
禁
苑
・
離
宮
の
堧
地
と
似
た
よ
う
な
機
能
が
あ
る
と
い
え
る
。
林

部
鈞
氏
に
﹁
藤
原
宮
の
周
囲
に
は
、
約
七
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
空
閑
地
が

と
り
ま
い
て
い
た
。﹂
と
あ
り
、﹁
ま
た
、
外
濠
の
存
在
も
、
条
坊
の
中
で

宮
を
よ
り
隔
絶
し
た
存
在
に
み
せ
る
た
め
の
装
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。﹂
と
あ
る
。（
青
木
書
店
﹃
古
代
宮
都
形
成
過
程
の
研
究
﹄
２
０
０
１

年
版
、
ｐ
２
３
６
と
ｐ
２
４
４
。）

一
一 

﹁
藪
﹂
は
﹃
説
文
﹄
に
﹁
大
沢
な
り
﹂
と
あ
り
、
湿
原
の
意
と
す
る
。

一
二 

王
先
謙
﹃
漢
書
補
注
﹄﹁
地
理
志
﹂。

一
三 

譚
其
驤
﹁
雲
夢
與
雲
夢
沢
﹂、﹃
復
旦
学
報
﹄
１
９
８
０
年
﹃
歴
史
地
理
専

輯
﹄（﹃
長
水
粹
編
﹄
河
北
教
育
出
版
社
２
０
０
０
年
版
所
収
）。

一
四 

﹃
史
記
﹄
秦
始
皇
帝
本
紀
に
﹁
三
十
七
年
十
月
癸
丑
、
始
皇
出
游
（
中
略
）

十
一
月
、
行
至
雲
夢
、
望
祀
虞
舜
於
九
疑
山
。﹂
が
あ
り
、﹃
史
記
﹄
高
祖

本
紀
に
﹁
用
陳
平
計
、
乃
偽
遊
雲
夢
﹂
が
あ
る
。
皇
帝
が
﹁
遊
雲
夢
﹂
の

と
き
禁
苑
に
泊
ま
っ
た
記
録
は
龍
崗
秦
簡
に
現
れ
、
２
６
３
簡
に
﹁
從
皇

帝
而
行
及
舎
禁
苑
中
者
皆
（
？
）
□
□
□
﹂
が
あ
る
。
簡
文
の
﹁
行
﹂
は

巡
行
の
意
で
あ
り
、﹁
舎
禁
苑
中
﹂
は
禁
苑
の
中
に
宿
る
意
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
雲
夢
禁
苑
は
雲
夢
地
域
に
あ
っ
た
こ
と
と
皇
帝
が
宿
た
と
こ
ろ
で

あ
る
の
は
違
い
な
い
。

一
五 

曲
英
傑
氏
は
長
江
流
域
古
代
都
城
の
詳
し
い
研
究
に
加
え
、
以
下
の
よ
う

に
そ
れ
ら
の
都
城
が
殆
ど
自
然
の
河
に
臨
ん
で
造
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
し

た
。﹁
古
人
対
城
邑
選
址
是
相
当
用
心
的
、
而
対
其
所
臨
水
系
尤
為
看
重
。

長
江
流
域
河
網
密
布
、
更
是
如
此
、
且
有
巧
用
。
就
考
古
発
現
諸
城
址
而

論
、
有
居
高
臨
水
・
倚
山
傍
水
・
臨
江
築
城
・
環
水
築
城
・
夾
水
築
城
及

跨
水
築
城
等
。﹂
と
あ
る
（
曲
英
傑
﹃
長
江
城
址
﹄
湖
北
教
育
出
版
社
２

０
０
４
年
ｐ
３
９
１
）。

一
六 

６
千
年
前
の
澧
県
城
頭
山
城
遺
跡
で
は﹁
城
外
護
城
河
寛
３
５
│
５
０
米
、

東
與
澹
水
連
通
﹂（
同
上
、
ｐ
２
４
０
）
と
あ
る
。

一
七 

﹁
淹
城
城
址
位
於
今
江
蘇
武
進
市
湖
塘
郷
境
、
西
北
距
常
州
市
区
約
７
千

米
、北
距
長
江
約
３
０
千
米
、東
近
運
河
、西
南
約
１
０
千
米
有
滆
湖
（
中

略
）
内
・
中
・
外
三
条
護
城
河
相
連
通
、
並
接
城
外
河
道
﹂（
同
上
、
ｐ

３
７
０
～
３
７
１
）
と
あ
る
。

一
八 

﹁
湖
北
孝
感
地
区
両
処
古
城
遺
址
調
查
簡
報
﹂（
１
９
８
４
年
の
発
掘
簡
報
）

﹃
考
古
﹄
１
９
９
１
年
第
１
期
。

一
九 

﹃
漢
書
﹄
百
官
公
卿
表
に
﹁
太
僕
、
秦
官
、
掌
輿
馬
、
有
兩
丞
。
屬
官
有

大
廏
・
未
央
・
家
馬
三
令
、
各
五
丞
一
尉
。﹂
と
あ
る
。﹁
未
央
﹂﹁
家
馬
﹂

と
は
前
漢
か
ら
設
け
た
が
、﹁
大
廏
﹂
は
秦
簡
に
見
る
﹁
大
廏
﹂
の
ま
ま

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
〇 

中
国
文
物
研
究
所
・
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
﹃
龍
崗
秦
簡
﹄（
中
華

書
局
２
０
０
１
年
）
ｐ
８
６
。

二
一 

池
田
雄
一
氏
﹁
呂
后
﹃
二
年
律
令
﹄
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂﹃
中
国
古
代
の

律
令
と
社
会
﹄（
汲
古
書
院
）︻
Ⅱ
︼
第
五
章
ｐ
４
５
４
。

二
二 
簡
２
１
０
﹁
皮
及
□
皆
入
禁
□
□
﹂
は
﹁
禁
﹂
の
下
の
文
字
は
は
っ
き
り

見
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
中
華
書
局
版
﹃
龍
崗
秦
簡
﹄
の
﹁
皮
和
□
都
上

繳
給
苑
官
﹂
と
い
う
訳
の
と
お
り
で
あ
る
だ
ろ
う
。

三
八



二
三 
﹃
唐
律
疏
義
﹄
に
お
い
て
宮
殿
や
御
在
所
の
垣
に
箭
射
す
る
罪
に
関
す
る

律
文
が
あ
り
、参
照
で
き
る
。
例
え
ば
、﹁
衛
禁
律
﹂
に
﹁
諸
向
宮
殿
内
射
、

謂
箭
力
所
及
者
。
宮
垣
、
徒
二
年
。
殿
垣
、
加
一
等
。
箭
入
者
、
各
加
一

等
。
即
箭
入
上
閤
内
者
、
絞
。
御
在
所
者
、
斬
。﹂
と
あ
る
。

二
四 

前
掲
中
華
書
局
版
﹃
龍
崗
秦
簡
﹄
ｐ
６
。

二
五 

﹁
睡
虎
地
秦
簡
中
﹃
泛
蘚
﹄
及
公
車
司
馬
獵
律
新
解
﹂﹃
中
國
歴
史
文
物
﹄

２
０
０
６
年
第
５
期
。

二
六 

﹃
漢
書
﹄
食
貨
志
に
﹁
至
秦
則
不
然
、用
商
鞅
之
法
（
中
略
）
顓
川
澤
之
利
、

管
山
林
之
饒
﹂
と
あ
る
。
秦
漢
時
代
に
お
い
て
南
山
麓
の
よ
う
な
﹁
山
林
﹂

は
、
み
な
朝
廷
（
国
家
）
が
所
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
七 

張
択
棟
﹁
雲
夢
楚
王
城
遺
址
簡
記
﹂（﹃
江
漢
考
古
﹄
１
９
８
３
年
第
２
期
）

を
参
照
。

二
八 

拙
作
﹁
城
址
と
墓
葬
に
見
る
楚
王
城
の
禁
苑
及
び
雲
夢
官
の
性
格
﹂、﹃
都

市
と
環
境
の
歴
史
学
﹄
第
三
輯
を
参
照
。

三
九


